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１
５
月

第
１
３

二
一
年

企
ろ
３

研
庶
和

司
ｌ
令

地方裁判所長殿

司法研修所長笠井之彦

１
１

選択型実務修習全国プログラムの募集について（通知）

標記の全国プログラムにつき，別紙のとおり提供がありましたので，配属庁会の

指導連絡委員会において，配属地において修習する令和2年度（第74期）司法修

習生に対し， その募集手続を行っていただくようお取り計らいください。
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B班
プログラム

コート
ブ》ログラム名 修習場所 ページ

立
法
・
行
政
機
関

国

体地

〃
脚
病

児

相

llOl

llO2

1l03

1l0'l

llO5

1l06

1l07

1l08

法務行政修習

衆議院法制局修習

参議院法制局修習

厚生労働省中央労働委員会審査実務修習

地方自治体修習

地方自治体修習

児童相談所における修習

児童相談所における修習

法務省

衆議院法制局

参議院法制局

中央労働委員会事務局

栃木市

新潟市

名古屋市中央児童相談所

名古屋市西部児童相談所

B－l

B－ l

B－2

B－2

B－3

B－3

B－4

B－4

剛
球
的
明
笄

1201

1202

国連機関修習

日本弁護士連合会I到際室における修習

国際移住機関(IOM)駐日事務所

日本弁護士連合会

B－5

B－5

福
祉
機
関

1301

1302

1303

社会福祉協議会修習

社会福祉協議会修習

社会福祉協議会修習

山形市社会福祉協議会

高知市社会福祉協議会

宝塚市社会福祉協議会

B－6

B－6

B－7

民
間
企
業

1401

1402

1403

1404

企業修習

企業修習

企業法務修習

企業内法務実務修習

ヤフー株式会社

九州旅客鉄道株式会社

両備ホールディングス株式会社

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社

B－7

B－8

B－8

B－9

裁

判
所

1501

1502

1503

1504

1505

最高裁判所修習

地裁知的財産椎部修習(東京）

地裁知的財産樅部修習(東京）

地裁知的財産訴訟部修習（大|坂）

地裁知的財産訴訟部修習（大阪）

最高裁判所

東京地方裁判所民事部

東京地方裁判所民事部

大阪地方裁判所第21民事部・第26民事部

大阪地方裁半l1所第21民事部・第26民事部

B－9

B-10

B-10

B-ll

B-ll

法
律
事
務
所

知
財

渉
外

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

知財事務所修習

知的財産事務所修習（大阪）

知的財産事務所修習（大阪）

知的財産事務所修習（大阪）

知的財産事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

ﾛ■■■■■■■■■■

小松法律特許事務所

弁護士法人関西法律特許事務所

弁護士法人大江橋法律事務所

弁護士法人淀屋橋・山｜:合同

岡田春夫綜合法律事務所

法円坂法律事務所

弁護士法人オルビス

中本総合法律事務所

岡田春夫綜合法律事務所

弁護士法人御堂筋法律事務所

北浜法律事務所・外国法共|司事業

中本総合法律事務所

弁護士法人大江橋法律事務所

B-12

B-l2

B-13

B-13

B-14

B-14

B-15

B-15

B-l6

B-16

B-17

B-17

B-18

B-18



大
規
模
・
企
業
法
務

大規模事務所修習

企業法務修習

大規模事務所修習

|大規模事務所修習
企業法務修習

,法テラス大規模型事務所修習

|法ﾃﾗｽ扶助･国選型事務所修習
法テラス中規模型事務所修習

|法ﾃﾗｽ中規模型事務所修習
法テラス扶助。国選型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

|法テラス大規模型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

|法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス扶助：国選型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

|法ﾃﾗｽ小規模型事務所修習
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B－l9

｜’ lB－l9

法テラス東京法テラス東京霞が関分室
ミテラス東京法律郵務所
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法
律
事
務
所

法
テ
ラ
ス

公
設
事
務
所
等

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

公設事務所等修習

公設事務所修習

公設事務所修習

公設事務所等修習

公設事務所等修習

法テラスむつ法律事務所

法テラス鯵ヶ沢法律事務所

法テラス函館

法テラス江差法律事務所

法テラス八雲法律事務所

法テラス旭川法律事務所

法テラス高知法律事務所

法テラス愛媛

弁護士法人東法律事務所
(旧気仙沼ひまわり墓令法碓事務所）

下田ひまわり基金法律事務所

相馬ひまわり基金法律事務所

弁護士法人空と海そらうみ法律事務所奄美事務所
(旧ひまわり基金法律海瀧所）

弁護士法人空と海そらうみ法律事務所陸前高田平
藤所（旧r)､主わし)感令堺該所）

B-38

B-39

B-39

B-40

B-40

B一′l1

B－41

B-42

B-'12

B-43

B－43

B-44

B-44



B班(修習地が東京(立川を含む。 ），横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，神戸，奈良，大津及び和歌山以外）

B－1

コード
プログラム

名
場 所 期 間．

募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

国 1101
法務行政修

習
法務省

1月17日（月）～

1月21日(金）

(1週間）

35

法務省の機構を知るととも

に，各部局がどのような役割
を果たし， どのように連携し
て法務行政が運営されている

かを学ぶ。

法務省各部局職員による法
務行政に関する講義， 同演
習・関連施設見学など。

なし。

ただし，応募者が募集人
数を超えた場合は抽選とす
る

なし

【照会先】
法務省大臣官房人事
課検察官人事第一係
(03-3580-4111内線
2126）

※Web会議システムを
利用したオンライン

研修とする。

※コロナ情勢を踏ま
えて，施設見学の実
施は判断することと
する。

※法務省や見学施設
間の移動に必要な交

通費等は， 自己負担

とする。

【集合日時】
1月17日（月）

午前9時30分

4旺
JB、､

国 1102
衆議院法制
局

修習
衆議院法制局

1月17日（月）
～

1月21日(金）
(1週間）

4

新規採用，出向などで過去1

年間に新たに衆議院法制局で
執務することになった者を対
象とする「法制立案業務研
修」を司法修習生向けに－部
改変した研修に参加し，法律
案の作成業務の基本について
学ぶ。
なお ｢法制立案業務研
修」は，法令用語，法律案の
書き方のルールなど法制執務
における基礎的な技術につい

ての講義と演習，法制度設計

の実例紹介などを具体的な内

容とするものである。

なし 次の事項を記載し
た書面

･大学入学以後の
学歴及び職歴(大
学若しくは大学院

における立法に関
する講座の受講歴
又は国若しくは地

方公共団体におけ

る法制執務の経験
がある場合は，そ
の内容を明記する
こと． ）

･志望の理由及び

特に興味のある事
項

※決定後に秘密を
厳守する旨の誓約
書を提出するこ
と

衆議院法制局

法制企画調整部

総務課

(電話03-3581-
1570)

集合日時: 1月17

日午前9時

集合場所§法制企
画調整部総務課

(東京都千代田区

永田町1-6-3衆議
院第二別館9階）

無



B－2

コード
プログラム
名

塙 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類 ‘
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

国 1l03
参議院法制

局修習
参議院法制局

1月17日（月）～

1月21R(金）

(1週間）

1

法制執務(法政策の形成、立

法技術、立法過程等)について
の講義、具体的な議員立法の
立案等の事案の検討、関係管
料の作成等

1法制執務について関心を

有し、意欲的に取り組むこ
ル
ー

2修習に当たり、秘密厳守
についての誓約書を提出す
ること

1履歴書

2志望動機説明書

総務課

(03-5521-7729)

集合日時: 1月17

日午前9時

集合場所：参議院
法制局総務課

国 1l04

厚生労働省

中央労働委

員会審査実

務修習

中央労働委員
会事務局

12月13日（月）
～

12月17日（金）

(1週間）

4

不当労働行為審査手続のう

ち、調査（和解のためのもの
を含む。 ）や審問の傍聴及び
それに必要な事件記録の閲覧
のほか、命令原案骨子の作

成、不当労働行為救済制度及
びその手続等に関する講義な
ど

大学若しくは法科大学院に
おいて労働法を履修した

者、又は合格した司法試験
論文式試験の選択科目につ

いて労働法を選択した者

①履歴書（写真添

付）

②中央労働委員会
での修習を希望す

る理由及び労働法

に関する履修状況

等を記載した書面

(1200字程度）

中央労働委員会事務
局審査課

(電話03-5403-2155)

12月13日午前9時
30分

事務局審査課
(東京都港区芝公

園1－5－32労
働委員会会館 5
階）

無



B－3

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

地
方
自
治
体

1 105
地方自治体

修習
栃木市

12月20日（ﾉ1)
～

12月24日（金）

(1週間）

1

自治体業務を通じて、行政

実務における法轡皆格者に対

する法的ニーズを学ぶため、

次の業務について修習する。
①弁護士資格を有する任期付

き職員とともに行う庁内の法

律相談業務

②条例、規則などの例規審査
業務など

なし 履歴書

総務部総務課文普法
規係

(電話：■■■■■
ー

【集合日時】
12月20日（月）

午前8時30分

【集合場所】
栃木市総務部総務

課(庁舎3階）

地
方
自
治
体

1106
地方自給体

修習
新潟市

12月l3H(月）
～

12月17日（金）

(1週間）

の
／
】

地方行政において法曹有資格

者が関わる業務を体験し，地
方行政における法的ニーズ春

学ぶ。

(法務担当部署， 児童相談所
での業務体験など）

・自治体業務における法曹
資格者の役割に関心があ
り 意訳的に取り組む者

･実習を踏まえて「地方行

政における法的ニーズにつ

いて」のレポート (A4用
紙1枚程度）を当市へ提出
できる者

・志望理由書（自

治体での修習で学

びたいことを含

む）を提出。

･決定後に，守秘

義務等についての
誓約書を提出する
こと

総務部

人事課人材･育成室

(電話025-226-

2493）

日時: 12月13R

(月）

午前9時

場所：新潟市役所

本館5階総務部人
事課

斑正
4,,､



B－4

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ配舷）

児
相

1 107

児童相談所

における修
羽
白

名古屋市中央

児童相談所

12月1311 (月）

~12月17[1

(金）

(1週間）

1

児童相談所における福祉行政

全般と法務における各種体験
･子どもの権利を守る仕事

に高い関心と熱意があるこ
ル
ー

･児童相絞所における修習

開始前に、児童相談所業務

に関する基礎的知識を予習

することができる方

･履歴書

･小論文（児童福

祉分野における法

曹の役割につい

て）

･20()()字程度
･書式自由

R3年4月迄

■■■■
(052-757-6111)

R3年5月以降

■■■■■
(052-757-6111)

12月13日

午前8時30分

名古屋市中央児童

相談所

1階ロビー

無

児
相 1l08

児童相談所

における修
刃刻
匡I

名古屋市西部

児童相談所

1月17R(月）～

1月21日（金）ま
毒
Ｌ

1

児童相談所の業務、常勤弁

護士の業務について学ぶ(児童

相談所に関する識義、家事審
判期日や司法価接の同席、家

庭訪問同行、 一時保護所、施
設見学、関係機関の会議の同

席など（日程の都合l弓実施でき

ないこともある)．

児童相談所の業務や児童虐
待に興味がある者

1.履歴野、 2.志望

理由書(A4、 1枚程
度)、

主幹(弁護士)根ケ山

裕子

(電話：052-365-

3231)

集合場所：開始日

午前8時45分

集合場所：名古屋

市西部児童相談所

有

(プログラム実施

の1週間前）



片逝50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

プログラム
名

募集
人数

提
書
出
類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

国際機関による日本において

保護・支援を必要としている
移民(外国人)のための様々な
活動内容に触れること。
日本の出入国管理政策・人身
取引対策・移民政策の現状と
課題に触れること。

移住問題に関心があること

英語力があること。
日本に在住する外国人の母
語のいずれかを話せればな

お良い。

履歴書(日・英）
志望動機（日）
語学能力を証明す
る書面

12月8日から1

月27日の間の
1-2週間

修習開始日の午前
10時
1

1

’

国
際
機
関
等

国際移住機関駐日事

務所
(TELO3-3595-2'187,

FAXO3-3595-2497)

国際移住機関

(IOM)駐日事務
所

有

(プログラム実施
の2か月前）

国連機関修
習

1201 1
※希望する期

間を申出書に
記載するこ

と。

12月8R(水)～

12月21日

（火）(2週間）

日弁連における国際業務（特
に組織としての海外弁護士会
との関わりや，会員の国際活
動支援など）について経験
し，弁護士及び弁謹士会の活
動の国際的広がりを学ぶ。

日弁連及び日弁連会員の国
際活動に興味を有する者
英語によるコミュニケー
ション（読み書きを含
む。 ）がある程度可能であ
る者
決定後，守秘義務等につい
ての誓約書を提出するこ
と。

歴書

（和文）
・英語能力を示す
書類等（原則提出

要）
・志望動機説明書
(A4版。 日英いず
れも可）

国
際
機
関
等

日本弁護士連合会
企画部国際課

担当に_一二一J｜
（電話03-358

0－9741）

集合日時：

12月8日午前9
時30分
集合場所：
弁護士会館15階

日本弁謹士

連合会国際
室における

修習

日本弁護士連
合会

1202 I 翻彊

B－5



B-6

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配戦）

編
祉
機
関

1301
社会福祉協

議会修習
山形市社会福

祉協議会

1月17日（月）～

1月21R(金）

(1週間）

1

①社会福祉協議会の業務内容
理解。②法と社会隔祉の関わ
りを学ぶ。③高齢者、障がい
者、生活困窮者の支援を通
じ、権利擁謹の視点を学ぶ。
④成年後見センターの機能を
学ぶ。

社会福祉協議会で修習した

い理由を説明できること。

修習志望動機

(300字～‘10()字）

社会福祉法人山形

市社会福祉協議会

1月17日（月）午前8

時半～山形市社

会福祉協議会にて

抱圧
』､、､

福
祉
機
関

1302
社会福祉協

議会修習

高知市社会福

祉協議会

12月13n(月）
～

12月17H(金）

(1週間）

1

社会福祉協議会実施事業の体
験

･成年後見サボーl､センター

事業

･生活困窮者自立支援事業
･障害者相談支援事業
･地域福祉推進獅業

特にありません。

高知市社会福祉協議会の事
業に関心のある方

修習生の経歴・志

望動機のわかるも
の

高知市社会福祉協議
会共に生きる課
088－856－5539

集合日時

12月13日（月)8 :

30

集合場所

高知市丸ノ内1丁

目7-45総合あんし

んセンター3階

無



B－7

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ記鮫）

福
祉
機
関

1303
社会福祉協

議会修習

宝塚市社会福

祉協議会

1月17日（月）～
1月21日（金）

(1週間）

1

社会福祉協議会における各

種体験(権利擁護事業、 日常生

活自立支援事業、地域福祉推

進事業、その他の事業にかか

る講義・施設見学・業務見
学・体験など）

なし ･履歴書

･応募動機
(A4用紙1枚800

字程度）

宝塚市社会福祉協議

会(電話0797-86-
5000）

集合日時：初日の

午前9時

集合場所：宝塚市

総合福祉センター

無

民
間
企
業

1401 企業修習
ヤフー株式会

社

12月8日（水）

~12月22日

(水)(2週間）

1

法務担当部署における各種体
験

(法務相談、政策提言、訴訟
等）

指定なし 指定なし

原則オンラインでの

研修となります。手
続きの件で初日と最
終日は出社が必要で

す。 Wi-Fi環境はご自

身でご用意くださ
い。

12月8日午前10時

東京都千代田区紀

尾井町l－3東京

ガーデンテラス紀

尾井町紀尾井タ
ワー

18階受付

4唾
J6，､



B-8

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，堀所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記戦）

民
間
企
業

1402 企業修習
九州旅客鉄道
株式会社

12月13日（月）
～

12月17日(金）

(1週間）

1

法務担当部署における各種

体験（法律相談，企業倫理な
ど）

なし なし

人事部

(電話092-474-

2761)

集合日時宮
12月13日午前9時

集合場所：

JR九州本社7F受
付

有

民
間
企
業

1403
企業法務修

習

両備ホール

ディングス株

式会社

12月13日（月）
～

12月17日（金）

(1週間）

1

法務担当部署における各種

体験(契約書審査・新規ビジネ
スに関するリーガルチェック

及び文献リサーチ・ リスクマ

ネジメント体制の構築手法等）

企業法務に興味があり、

周囲と協調して修習を行え

る人

志望理由書(A4用

紙1枚程度）

法務リスクマネジメ

ン卜部(086-232-

2177)

12月13日午前8時

40分

両備ビル3階

無



片逝50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記戦）

プログラム
名

募集
人数

提
書
出
類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所
コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

日 日 ■ ■ ■ ■

(1)履歴書

(2)志望理由およ
び将来のキャリア
に関する考え方

(日本語および英
語．それぞれA4･
2枚程）

Ｉ
Ⅱ
ｌ
０
Ｆ
Ｐ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ト
ー
Ｉ
卜
巳
ｒ
Ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ

一一－ー~一一一 ーー－

’ I

ユニリーバ・ジャパ

ン・ホールディング
ス株式会社＝|ﾖ雫ﾖ■民

間
企
業

ユニリーバ・

ジャパン・

ホールディン
グス株式会社

12月8日(水)～

12月21R(火）
(2週間）

企業内法務
実務修習

最大5
名

1404 無

I
F

最高裁判所の庁舎見学，最高

裁判所調査官（民事・刑事）
による識義，記録検討，最高
裁判事による講話等

なし 申込動機を記載し

た希望理由書(A

4． 1～2枚）

追って，受講者に
対し，受講日まで

に準備しておくべ

き事項を通知す
る。

1月12日（水）

午前9時15分
最高裁判所
(集合場所等は，
修習確定後，追っ
て通知する。 ）

最高裁判所裁判部第

二訟廷事務室
裁判関係庶務係
03-326'1-8573

裁
判
所

最高裁判所 1月12日（水）

(1日）

1501 最高裁判所修習 鉦
"､､､

10

B－9
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B-10

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

<移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記舷）

裁
判
所

15()2

地裁知的財

産権部修習
(東京）

東京地方裁判
所民事部

12月13日（月）
～

12月24日（金）

(2週間）

8

東京地裁知財部における知財

事件の記録検討，判例・学説
の調査， メモ(サマリー)の作
成，法廷傍聴，弁論準備手続
傍聴， ケース研究，知的財産
権事件についての講義(半
日），特許庁見学(半日）及び知

財高裁における記録検討，法

廷傍聴等(2日間）

※新型コロナウイルスの感染
状況などによっては，プログ
ラムに変更がある可能性があ

ります≦

l大学若しくは法科大学院

において知的財産権法関係

の講座を受講し， 単位を取
得した者， 2司法試験にお

いて知的財産法を選択した
者，又は3知的財産権法に
高い関心を持っており，知
的財産権訴訟に関わる知

識・技法を修得する意欲の
ある者

※1ないし3の番号を申込

書に明記すること．
※応募者が募集人数を超え

た場合は抽選とする。
※抽選の結果,溶選した者
に対し， コード1503への変

更希望の有無について，別
途調査することがある。

募集条件3の場合
には (1)知的財

産権法関係で関心

を持っている分野
等， (2)知的財産

権訴訟に関わる知

識等の修得を志す

理由をA4用紙1

枚穆度にまとめて

提出すること。そ
の他は，追って受

講者に対し通知す
る。

(単位の証明書等
は不要）

東京地方裁判所総務

課庶務第二係(電話
03-3581-2291ダイヤ

ルイン）

12月13日（月）

午前9時30分

東京地方裁判所研

修室(9階南側）

掘甚
49､､

裁
判
所

1503

地裁知的財

産権部修習
(東京）

東京地方裁判

所民蛎部

1月11日（火）～

1月21日(金）

(2週間）

8

東京地裁知財部における知財

事件の記録検討，判例・学説

の調査， メモ(サマリー)の作
成，法廷傍聴，弁論準備手続
傍聴， ケース研究， 知的財産
権事件についての講義(半
日） 特許庁見学(半日）及び知

財高裁における記録検討，法
廷傍聴等(2日間）

※新型コロナウイルスの感染
状況などによっては， プログ
ラムに変更がある可能性があ

ります。

1大学若しくは法科大学院
において知的財産権法関係

の識座を受講し，単位を取
得した者， 2司法試験にお

いて知的財産法を選択した

者，又は3知的財産権法に

高い関心を持っており，知
的財産権訴訟に関わる知
識・技法を修得する意欲の
ある者

※1ないし3の番号を申込

書に明記すること。
※応募者が募集人数を超え
た場合は抽選とする。
※抽選の結果,落選した者
に対し コード1502への変

更希望の有無について，別
途調査することがある。

募集条件3の場合
には (1)知的財

産権法関係で関心
を持っている分野
等 (2)知的財産

権訴訟に関わる知

識等の修得を志す
理由をA4用紙1

枚程度にまとめて

提出すること。そ

の他は，追って受
識者に対し通知す

る。

(単位の証明書等
は不要）

東京地方裁判所総務

課庶務第二係(電話

03-3581-2291ダイヤ

ルイン）

1月11日（火）

午前9時30分

東京地方裁判所研
修室(9階南側）

1胚
J，､､



B-11

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片遭50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

裁
判
所

1504

地裁知的財

産訴訟部修

習

(大阪）

大阪地方裁判

所第21民事

部・第26民
事部

月13日（月）

~12月24R

(金）

(2週間）

8

知的財産権訴訟における審理

の充実促進や判断の正確性担

保のための訴訟迩営上の工

夫，裁判所及び当事者の訴訟

活動の在り方について理解を
深い，併せて表現能力の向上

を図ることを目的とする。

修習内容は，知財部裁判官及

び裁判所調査官による講義，
大阪高裁第8民事部（知財集
中部）裁判官による講義，サ
マリー起案・識評，法廷傍
聴，記録検討等”

大学・大学院において知財
関係講溌の単位を取得した
者又は司法試験において知

的財産椛法を選択した者。

人数が超過した場合，司法
試験における知的財産権法

選択者を優先するので，該

当する条件を申込書に記載

すること･

人数が超過 した場合， コー
ド1505へ振り替えることが

あるので，振替えに支障が

ある者は， その旨及びその
理由を申込書の余白部分に

簡潔に把赦すること。

なし

大阪地方裁判所蛎務

局総務課庶務第二係

(■■■■■ﾀﾞｲﾔﾙ
ｲﾝ）

12月13日（月）

午前9時20分

大阪地方裁判所事

務局総務課庶務第

二係(仮庁舎1階）

裁
判
所

1505

地裁知的財

産訴訟部修

習
(大阪）

大|坂地方裁判

所第21民事

部・第26民
Ｉ立園Ｆ１

で

ロ

1月11日（火）～

1月21日(金）

(2週間）

8

知的財産権訴訟における審理

の充実促進や判断の正確性担

保のための訴訟運営上の工

夫，裁判所及び当弘者の訴訟
活動の在り方について理解を
深め，併せて表現能力の向上

を図ることを目的とする。
修習内容は，知財部裁判官及

び裁判所調査官による講義，
大阪高裁第8民事部（知財集

中部）裁判官による識義，サ
マリー起案・識評，法廷傍

聴，記録検討等。

大学・大学院において知財

関係講義の単位を取得した
者又は司法試験において知

的財産権法を選択した者。
人数が超過した場合，司法
試験における知的財産権法
選択者を優先するので，該
当する条件を申込書に記載
すること。

人数が超過した場合， コー
ド1504へ振り替えることが

あるので，振り替えに支障

がある者は，その旨及びそ

の理由を申込書の余白部分

に簡潔に記戦すること。

なし

大阪地方裁判所事務

局総務課庶務第二係

(■■■■■■ﾀ．ｲﾔﾙ
ｲﾝ）

1月11日（火）

午前9時20分

大阪地方裁判所事

務局総務課庶務第

二係(仮庁舎1階）

#圧
ダ､､、



片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

プログラム
名

募集
人数

提
書

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

出
類

場 所コード 期 間 修習内容 募集・条件

－－－－~--111-~-~~-IE－
I

■
知財事務所
修習

知
財 ■I601

1

いわゆる「知的財産事件」を
扱う法律事務所での日常的な
弁護士業務及び事件処理に接
することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。
②法科大学院において知財
関係講義を受講し、単位を
取得した者又は司法試験に
おいて知的財産権法を選択
した者

知的財産関係講義
の履修証明書

大阪市北区中之島2-
2-2

大阪中之島ピル8階
担当：小松陽一郎弁
護士
TEL: 06-6221-3355

日時：

12月13日午前10時
12月13日（月）
～

12月24日（金）
(2週間）

知的財産事

務所修習
（大阪）

知
財

小松法律特許
事務所

有1602 2

場所：
事務所受付

B-12

【鐙蝋琴零
塞 踊

議蕊蕊 嬢懲。
鰹



B-13

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片遺50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫〉

知
財

1603

知的財産事

務所修習
(大阪）

弁護士法人関

西法律特許事

務所

12月13日（月）
～

12月24日（金）

(2週間）

1

いわゆる「知的財産事件」を
扱う法律事務所での日常的な
弁護士業務及び事件処理に接

することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を

受入れのうえ、当該事件を

修習対象から除外する。申
込時に修習生の就職予定事

務所等が未定で、その後に

決定した就職先と係争中の

ときも、同様とする 。

②法科大学院において知財
関係講義を受講し、単位を
取得した者又は司法試験に

おいて知的財産権法を選択
した者

①知的財産関係講

義の履修証明書
②履歴書

大阪市中央区北浜2－
5－23

小寺ブラザ12階

担当：田上洋平弁護
士

TEL: 06-6231-3210

日時：

12月13日午前10時

場所宮

事務所受付

有

知
財

1604

知的財産事

務所修習

(大阪）

弁護士法人大

江橋法律事務
所

1月17日（月）～

1月27日(木）

(2週間）

1

いわゆる「知的財産事件」を

扱う法律事務所での日常的な
弁護士業務及び事件処理に接

することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生は
受入れない。なお、受入れ

内定以降に、上記係争事件
が発生したときは、当該修

習生を受入れの上、当該事
件は修習対象から除外す

る。受入れ内定時に、修習
生の就職予定事務所等が未
定で、その後に決定した就

職先と係争中のときも同様
とし、当該修習生を受入れ

の上、当該事件は修習対象
から除外する。

②法科大学院において知財
関係講義を受講し、単位を
取得した者又は司法試験に

おいて知的財産権法を選択

した者

知的財産関係講義

の履修証明書

大阪市北区中之島2－
3－l8

中之島フェスティバ

ルタワー27階

担当：平野惠稔弁護
士

TEL:06-6208-1406

日時：

1月17日午前10時

場所：

事務所受付

無



B-14

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移助の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

知
財

1605

知的財産事

務所修習
(大阪）

弁護士法人淀

屋橋・山上合

同

1月17日（月）～

1月27日(木）

(2週間）

1

いわゆる ｜知的財産事件」を
扱う法律事務所での日常的な

弁護士業務及び事件処理に接
することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を

受入れのうえ、当該事件を
修習対象から除外する。申
込時に修習生の就職予定事
務所等が未定で、その後に
決定した就職先と係争中の

ときも、同様とする。
②法科大学院において知財
関係講義を受講し、単位を
取得した者又は司法試験に
おいて知的財産権法を選択
した者

知的財産関係講義

の履修証明書

大阪市I|'央区平野町
4－2－3

オービック御堂筋ビ

ル9階

担当：藤川義人弁護
士

TEL :06-6202-3355

日時：

1月17日午前10時

場所：

事務所受付

有

渉
外 1606

渉外事務所
修習

(大阪）

岡田春夫綜合

法律事務所

12月13日（月）
～

12月24日(金）

(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う

法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。

②英語の読解力があるこ
と ｡

英語を読むのに苦

にならない程度の

語学力があること

の証明する書類

大阪市北区豊崎3-2-1

淀川5番館7階

担当：岡田春夫弁護
士

TEL:06-6374-6357

日時：

12月13日午前10時

場所：

事務所受付

紐f
"も、､



B-15

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片遊50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ記鮫）

渉
外

1607

渉外事携所
修習

(大阪）

法円坂法律事

務所

12月13日（月）
～

12月24日（金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外蛎件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び乖件処理に接する

ことを主眼とした修習（中国

法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定蛎務所・企業と係争

中のときは、 当該修習生を

受入れの

習対象か

上、 当該事件を修

ら除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、 I司様とするc

②中国語で日常会話ができ
る程度の語学力があるこ
と

なし

大阪市中央区農人儒
2－1－30

谷町八木ビル91階

担当：中島宏治弁誕
士

TEL:06-6944-1271

日時：

12月13日午前10時

場所：

事務所受付

｡h匪
夕も､、

外
1608

渉外事務所

修習

(大阪）

弁護士法人オ
ルビ､ス

12月13日（月）
～

12月24日（金）

(2週間）

O
＝

いわゆる「渉外事件」を扱う

法律事務所での日常的な弁護

士業務及び事件処理に接する

ことを主眼とした修習（韓国

法関係）

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争

中のときは、 当該修習生を
受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務

所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。

②韓国関係の渉外に関心が
あること．

なし

大阪市中央区南船場
1-16-10

大阪岡本ビル5階

担当：変薫弁護士
TEL:06-6264-1976

日時：

12月13日午前10時

場所：

事務所受付

有



B-16

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

渉
外

1609

渉外事務所

修習

(大阪）

中本総合法律
事務所

1月.1日（火）～

1月14H(金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び郡:件処蝿に接する

ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、
職予定事務所

修習生の就

･企業と係争

中のときは、 当該修習生を

受入れの上、 当該事件を修

習対象から除外する‘ 申込

時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、 l司様とする。

②英語を読むのに苦になら
ない程度の語学ﾉJがあるこ
と

なし

大阪市北区西天満5－
9－3

アールビル本館5階

担当：豊島ひろ江弁

護士
TEL: 06-636:1-6241

日時：

1月4日午前10時

場所：

事務所受付

鉦圧
J9も､

渉
外 1610

渉外事務所

修習

(大阪）

岡佃春夫綜合

法律事務所

1月11H(火）～

1月21日（金）

(2週間）

卯
“
】

いわゆる「渉外』f件」を扱う

法律事務所での日常的な弁護

士業務及び事件処理に接する

ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争

中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込

時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと
きも、同様とする‘

②英語の読解力があるこ
と。

英語を読むのに苦

にならない程度の

語学力があること

の証明する書類

大阪市北区豊崎3-2-1
淀川5番館7階

担当：岡田春夫弁謹
士

TEL:06-6374-6357

日時：

1月11日午前10時

場所：

事務所受付

紐&
‘､､､



B-17

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数 修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片遊50キロメートルを
超える移助の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記戴〉

渉
外 1611

渉外事務所

修習

(大阪）

弁護士法人御

堂筋法律事務
所

1月11日(火)～

1月21日(金）

(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。
②英検準1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上又は

TOEIC780点以上の語学力を

有すること。

英検準1級程度、
TOEFL (iBT) 85 占Jbﾔ､

以上又はTOEIC780

点以上の学力を有

することを証明す

る書類

大阪市中央区南船場
4－3-11

大阪豊田ビル

担当：村上拓弁護

士・山崎陽平弁護士
TEL:06-6251-7266

日時：

1月11日午前10時

場所：

事務所受付

有

渉
外 1612

渉外事務所
修習

(大阪）

北浜法律事務

所・外国法共

同事業

1月11日(火)～

1月21日(金）
(2週間）

1

いわゆる ｜渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護

士業務及び事件処理に接する

ことを主眼とした修習（英語
案件）

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争
中のときは、 当該修習生を
受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。

②TOEFL(iBT)85点以上又は
TOEIC780点以上の語学力を
有すること ○

TOEFL (iBT) 85 占J1、、

以上又はTOEIC780

点以上の学力を有
することを証明す

る書類

大阪市中央区北浜1－
8-16

大阪証券取引所ビル

担当：児玉実史弁護
士

TEL :06-6202-1088

日時：

1月11日午前10時

場所：

事務所受付

有



B-18

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

渉
外

1613

渉外事務所

修習

(大阪）

中本総合法律

事務所

1月17日（月）～

1月27日(木）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争

中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。
②英語を読むのに苦になら
ない程度の語学力があるこ
と U

なし

大阪市北区西天満5－
9－3

アールビル本館5階

担当：豊島ひろ江弁

護士
TEL :06-6364-6241

日時：

1月17日午前10時

場所：

事務所受付

翻碓
ﾉﾔ､、

渉
外 1614

渉外事務所
修習

(大阪）

弁護士法人大

江橋法律事務
所

1月17日（月）～

1月27日(木）

(2週間）

1

いわゆる I渉外事件」を扱う

法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係・中国法関係）

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生は
受け入れない。なお、受入
れ内定以降に、上記係争事
件が発生したときは、当該
修習生を受入れの上、 当該
事件は修習対象から除外す
る。受入れ内定時に、修習
生の就職予定事務所等が未
定で、その後に決定した就
職先と係争中のときも同様

とし、 当該修習生を受入れ

の上、当該事件は修習対象

から除外する。

②英語又は中国語を読むの
が苦にならない程度の語学
力があること。

なし

大阪市北区中之島2－
3－l8

中之島フェスティバ

ルタワー27階

担当：金井美智子弁

護士
TEL: 06-6208-1'107

日時：

1月17日午前10時

場所：

事務所受付

鉦f
J、、、



片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

プログラム
名

募集
人数

提
書
出
類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

i I ．

’ ’ ■
詮露

縄

３
－

大
規
模
・
企
業
法
務

画

’ _－ー’
大規模事務
所修習 ■ ■1615

『釦

｜i墨署侭舗躍

一ー－一

I

I ’』 ’
望

尋

缶

大
規
模
・
企
業
法
務

｜ ｜’
企業法務修
習 ■

1616
ｒ
ｐ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｌ
ｐ
ｌ
９
Ｉ
Ｌ
Ｉ
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片進50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ肥載）

プログラム

名
募集
人数

提
婁

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

出
類

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

’

大
規
模
・
企
業
法
務

ト

’

大規模事務
所修習 ■ ■1617

|－
lI

ll

ll ’蕊篝鑑翌

大
規
模
・
企
業
法
務

大規模事務
所修習 ■ □1618

U ロ Ⅱ

B-20

ど雪

瀞

蕊蕊毒
騨
塞

蝋葛
『具

琴

罰謡 毒I■

畏鞍も 露』
蕊錨 99琴

轍型
穆！
匿啓



片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配戴）

プログラム
名

募集
人数

開始日の
集合日時，場所

提
書
出
類

その他(内容等
の照会先など）

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

’
１
１

I Ⅱ

大
規
模

－マー－

－一一－

1

1
一
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

企業法務修
習 ■■1619

企
業
法
務

L

■■■■■■－‐

1 1

■常勤弁繊士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務

■国選弁謹等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
■その他

【事務所の特色】
・司法ソーシャルワーク
・行政や福祉関係機関への滞在

型・訪問型連携活動への同行，出
張相談
・ケース会議への同席
・成年後見等業務活動への同行

・事例検討勉強会への参加

＊新型コロナウィルスの感染状況
によっては参加・同行ができない
場合がある。

なし ①法テラス東京を
希望した理由

②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚
程度にまとめて提
出してください。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話； ’ ’

集合日時： 12月13
日（月）午前10時

法テラス東京

法テラス東京

霞が関分室
法テラス東京

法律事務所

法
テ
ラ
ス

12月13日（月）

~12月17日

（金）
(1週間）

法テラス大

規模型事務
所修習

集合場所：法テラ
ス東京会議室
(新宿区西新宿1
－24－1 エス

テック情報ビル13
F)

1620 j旺
J町､､

I

【受入決定以降の連
絡先】
担当者；法テラス東
京総務課ロ■■

電話:■■■■■
■■■

B-21



B－22

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時．場所

片迦50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配舷）

法
テ
ラ
ス

1621

法テラス扶

助・国選型

事務所修習

法テラス熊谷

法律事務所

12月8日（水）～

12月21R(火）

(2週間）

1

■常勤弁護_l:の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁謹等|對連業務

口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
家事や債務整理を中心に，成
年後見等，刑1lfなど幅広く取

り扱っていま弓I-"高齢者・障
がい者の権利擁誰を目的とし

て．医療・福祉機関との連携
や, H1帳法律相談にも力を入

れています。

なし ①自己紹介
②法テラス熊谷を
希望する理由

③法テラス熊谷で

学びたいこと

以上をA4版1枚

程度にまとめて提

出してください。

【受入決定前の迎絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定後の連絡

先】

担当者：法テラス熊

谷法律事務所

弁護士

■■■■■
電話： ()503383-
5380

集合日時： 12月8

日(水)午前9時30

分

集合場所：法テラ
ス熊谷法律事務所

(熊谷市筑波3－
195熊谷駅前ビル7

階）

※受入決定後，必

ず法テラス熊谷法

律事務所に連絡を
入れ，決定期間を

確認してくださ

いい

有

法
テ
ラ
ス

法テラス!'］

規模型事務

所修習

法テラス千葉

法律事務所

1月17日(M)~

1月21日（金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
■民事法律扶助業務

■国選弁謹等1判連業務

■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
取扱事件は， ‐般民事事件，
家事事件（離婚・成年後見

等） 債務整理蛎件，刑事事

件，犯罪被害肴支援事件など

多岐にわたります。出張相談
も多く実施しています。

なし ①自己紹介

②法テラス干葉法
律事務所で{11を学
びたいか

以上をA4判1枚

程度にまとめて提

出してください．

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降連絡

先】
担当者：法テラス千

葉法律事務所

■■■■
弁護士■

電話：0503383-
0000

集合日時： 1月17

日（月）午前10時

集合場所：千葉市

中央区中央3－3－
8

日進センタービル

5階

法テラス千葉法律

事務所

有



B-23

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

法
テ
ラ
ス

1623

法テラス中

規槙型事務

所修習

法テラス茨城

法律邪務所
法テラス茨城

以下のうち，
いずれか1週間

①12月13日
（月）～12月17

日（金）

②1月17日（月）
～1月21日(金）

※希望する期

間も申込書に

記放してくだ

さい‘，

l～3

■常勤弁護上の法律甥務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
民事法律扶助・国選弁護事件

を中心としながら， 自治体等

の福祉の関係機関と連携し
ー

て，高齢者及び障がい者への

法的サービスの提供を試みて
いる

なし 応募理由をA4用

紙1枚以内で提出
すること

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁謹士総合企画

課

電話■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者法テラス茨

城法律事務所

弁護士■■■■■
電話0503383-5389

集合日時：受入決

定期間の初日午前
10時

集合場所：法テラ

ス茨城法律事務所
(茨城県水戸市大

町3－4－36大町

ビル3階）

※受入決定後，必

ず法テラス茨城法

律事務所に連絡を

入れ，決定期間を
自身で確認してく

ださい二

ｲI

法
テ
ラ
ス

1624

法テラス扶

助・国選型

事務所修習

法テラス下妻

法律事務所

法テラス茨城

地方事務所又
は法テラス牛

久法律事務所

12月8日(水)～

12月14日（火）

(1週間）

1

■常勤弁謹士の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

なし 応募理由を記赦し

た自己紹介

(書式自由，職歴
書可） 【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：■■■■■■■

【受入決定後の連絡
先，問合せ先】
法テラス下妻法律事

務所

担当者：■■■■
電話：0503383-5393

集合日時: 12月8

日（水）午前10時

集合場所：法テラ

ス下妻法律事務所

(茨城県下妻市小
野-f町1-66 セ

ナミビル1階）

有



B-24

コード
プログラム
名

堪 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

1625

法テラス過
疎地型事務

所修習

法テラス牛久

法律事務所

以下のうちい

ずれか1週間

①12月13日
（月）～12月17

R(金）

②12月2() I=1
（月）～12jj24

日（金）

1

■常勤弁護上の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁謹等|對連業務

口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】

関係機関からび)ご相談が比較
的多い事務所です“

なし 応募理由をA4判

1枚以内で提出す
ること

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
調
味

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス牛

久法律事務所

弁護士■■■■
電話：0503383-
0511

集合日時：受入決

定期間の初側午前

9時30分

集合場所富法テラ

ス牛久法律事務所
(牛久市中央5－
20-11 牛久駅前

ビル4階）

※受入決定後，必
ず法テラス牛久法

律事務所に連絡を
入れゴウ 決定期間を

自身で確認してく
ださい

有

法
テ
ラ
ス

1626

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス栃木

12月13日（月）

～同月17日

(金）

(1週間）

l～3

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】

本所併設の当法律事務所のほ

かには県内に法テラスの法律

事務所が存在せず， 当事務所

の常勤弁護士が県内全域の需

要に対応している。福祉関係

機関との連携を重視し，成年
後見事件やそれに関連しての

債務整理事件等を多く扱って
いる

なし 応募理由をA4判
1枚以内で提出す

ること 【受入決定前の連絡
先，問合せ先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス栃

木法律事務所

■■
弁護士■

電話；0503383-
0512

集合日時：受入決

定期間の初日午前
10時

集合場所：法テラ
ス栃木法律事務所
(宇都宮市本町4－

15宇都宮NIビル2
F)

※受入決定後，必

ず法テラス栃木法

律事務所に連絡を

入れ，決定期間を

自身で確認してく

ださい。

曲正
gbも、



B-25

コード
プログラム
名

墹 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

害類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，堀所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

法
テ
ラ
ス

1627

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス鮮馬

法律事務所

12月13日（ﾉl )

~12月1711

(金）

(1週間）

①
』

■常勤弁護上の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務

■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
群馬県前橋市に設侭された本

所併設型の法律聯務所です。

なし 応募理由をA4判

1枚以内で提出す

ること

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連

絡先】

担当者:■■■■
電話： 0503383-
0513

集合日時: 12月13

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス群馬法律事務所

有

法
テ
ラ
ス

16

法テラス中

規模型事務

所修習

法テラス静岡

法律事務所

12月13日（月）

~12月17H

(金）

(1週間）

B班

A班

通じ
一
ｆ
Ｌ

1人

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務

■その他（いわゆる司法

ソーシャルワーク）

【事務所の特色】
オーソドックスな都市型事務
所

なし ①自己紹介

②応募理由
③法テラス静岡法
律事務所で何を学

びたいか，

以上をA4判2～

3枚程度にまとめ
て提出してくださ

い。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者：弁護士■
■■■
電話： 0503383-
5404

集合日時: 12月13

日（月）午前9時30
分

集合場所：法テラ

ス静岡法律事務所



B-26

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記敏）

法
テ
ラ
ス

1629

法テラス小

規槙型事務
所修習

法テラス浜松

12月13日（月）

~12月17日

(金）

(l週間）

1

■常勤弁護士の法律聯務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務

■国選弁謹等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その仙

【事務所の特色】
浜松周辺地域は外国人が多
く居住しており．外国人に関

する案件も扱っている．その

他，地域包括支援センター，
行政の福祉課との連携を強化
している“

なし 応募理由（何故，

法テラス浜松での

修習を希望するの

か）をA4判2枚

以内で提出するこ
ル
ー

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
11本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者言法テラス浜

松法律事務所

■■■■
弁護士

電話：0503383-
5408

集合日時: 12月13

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス浜松法律事務所
受入れ決定後，法

テラス浜松法律事
務所に連絡を入れ

て，集合時間，場
所等を確認するよ

うにして<ださ

い。

1旺
4bも､

法
テ
ラ
ス

1630

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラスード田

法律事務所

12月13日（月）

～1

(金）

17日

(1週間）

1

■常勤弁謹上の法律邪務

口情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
弁護士6人の地域にある事務

所です〆成年後見事件を含む
様々な事件を抱えています。

福祉機関との連携に積極的に

取り組んでいます。

なし ①自己紹介

②法テラス下田を
希望した理由

③修習で何を学び
たいか

をA4判1枚程度

にまとめて提出し

てください≦

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
含錨
口乖

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス下

田法律事務所

■■■■
弁護士

電話：0503383-
0024

集合日時: 12月l3

日（月）午前9時30

分

集合場所：法テラ

ス下田法律事務所

(静岡県下田｢|f"
本郷1－1-10バー

ルピル3F)

有



B-27

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，墹所

片遊50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

法
テ
ラ
ス

1631

法テラス大

規模型事務

所修習

法テラス大阪
法テラス大|坂

法律事務所

常勤弁護士養
成事務所

12月13日（月）

~12月17日

(金）

(l週間）

3

■常勤弁識」:の法律事務

(養成'i!のスタッフ弁護士の

業務見学を含む“ ）
■情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁護弊関連業務

■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他（
）

※座学が中心となります

なし ①法テラス大阪で
の修習を希望した

理由。

②この研修で何を
学びたいか≦

上記2点をA4判

1枚程度にまとめ
て提出すること ◎

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁謹士総合企画
ｅ
■
９
口
い

い
“
君
畑

量
叺

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者：総務課■
■■■■
電話：■■■■■
■■

集合日時: 12月13

H(月)9時10分

場所：法テラス大

阪

(大阪市北区西天

満1-12-5

大阪弁護士会館地

ド1階）

打旺
〃､､､

法
テ
ラ
ス

1632

法テラス中

規模型事務

所修習

法テラス兵IIli
法テラス兵施

法律事務所

l2}1 13日けI )

~12月17日

(金）

(1週間）

1

■常勤弁誕士の法律事務

口情報提供業務

■民事法縦扶助業務
■国選弁灘等間連業務

■犯罪被害者支援業務

厄司法過疎対策業務

口その他

【事務所の特色】
主に常勤崎‘士の法律事務を見

ていただきます。
令和2年10月12日に開所したば

かりの法テラスの法律事務所で
寸一

離婚事件，高齢者・障がい者の

案件が多く，出張相談に出る機会

も多くあし）ます。 また，刑事蝋件
も一定数抱えています

都市部における司法アクセス|聯

害の解消のたy)にどのような活軸

ができるかという問題に取り組ん

でいます‘

なし 応募理由を記した

自己紹介（書式自

由，履歴書可） 【受入決定前の連絡
先，問合せ先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者． ：法テラス

庫法律事務所

弁護士■
■■■■■
電話：0503383-‘
0466

集合H時：受入決

定期間の初日9時

30分

集合場所：法テラ

ス兵庫法律事務所

(神戸市中央区東

川崎町1-1-3
神戸クリスタルタ

ワー12F)

※受入決定後，必
ず法テラス兵庫法

律事務所に連絡を

入れ，決定期間を

自身で確認してく
ださい

f旺
J,、､



B-28

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※－部プログラム
のみ配戴）

法
テ
ラ
ス

1633

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス阪神

法律事務所

1月17日（月）～
1月21日(金）

(1週間）

1

■常勤弁護上の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

なし ①自己紹介
②法テラス阪神法
律事務所を応募し
た理由

以上をA4判1枚

以内で提出するこ
と

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連

絡先】

担当者：弁護士■
■■■
電話: 0503381-
1395

集合日時: 1月17

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス阪神法律事務所

(兵庫県尼崎市七

松町1－2－1フェ

スタ立花北館5

階）

1庇
JE､､

法
テ
ラ
ス

1634

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス奈良

法律事務所

12月20日（月）

~12月24日

(金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

■その他（関連機関との連携
活動等）

【事務所の特色】
奈良市中心部にある事務所

で，奈良公園，興福寺などの
観光名所も近くにあります．

業務内容としては，刑事事

件，成年後見等事件，個人の

民事・家事事件が中心で，①
福祉機関から持ち込まれる相

談が多いこと，②元被疑者・
被告人，出所者の支援に取り
組んでいることが特徴です。
ご応募をお待ちしておりま
す C

なし 自己紹介(A4

1枚程度）
，

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者：弁護士■
■■■
電話： 0503383-
0514

集合日時: 12月20
日（月）午前9時30

分

集合場所：法テラ

ス奈良法律事務所
(奈良市高天町38

－3近鉄高天ピ

ル4階）

有



B-29

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

法
テ
ラ
ス

1635

法テラス小

規模型亦務

所修習
法テラス三重

12月13H(月）

~12月1711

(金）

(1週間）

1

■常勤弁護上の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁謹等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
三重県で唯一の法テラスの法

律事務所です（本所併設

型） 地域のセーフティネッ
卜として ） 金銭的に余裕のな

い方からの法律ｷM談（民事法

律扶助事件）等に対応してい
ます。

なし 応募理由を記した

自己紹介（喬式日

由，臓歴普可） 【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護上総合企画
課

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラスニ

●

重法律事務所

■■
弁誕士

電話：0503383-
5469

集合日時: 12月13

日（月）午前10時

集合場所：法テラ
ス三重法律事務所
(三重県津市丸之

内34－5津中央上ゞ

ル1階）

無

法
テ
ラ
ス

1636

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス福井

法律事務所

12月13日（月）

~12月17H

(金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対･策業務

□その他

【事務所の特色】
弁護士1名，事務局1名（男

性）の本所併設型(ﾉ)法律事務

所です。

なし 志望理由蓋(A

4 1頁以内，氏

名記入，書式自由

で以下の2項目の

記載必須）

①実務修習II]に経
験した事件の種

類・件数

②選択型実務修習
中に経験したい事

件の種類（複数回

答可）

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：■■■■■■
電話：0503383-
5476

集合日時: 12月13

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス福井法律事務所

有



B-30

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ配敏）

法
テ
ラ
ス

1637

法テラス過

疎地型難務

所修習

法テラス魚津

法律事務所

1月17日（月）～

1月21H(金）

(1週間）

1

■常勤弁護上の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

■司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
○管内弁護士数6名

○成年後見等も含め家事事件
が多い。

○福祉関係者との連携に取組
中。

なし 応募理由を記した
自己紹介（善式日

由，履歴苫可）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者：■■■■■
電話：0503383-0030

集合日時： 1月17

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス魚津法律事務所

有

法
テ
ラ
ス

1638

法テラス中

規模型事務

所修習

法テラス広島

1月241_1 (月）～

1月27日（木）

(4日間）

り
〕

■常勤弁護上の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁護等関迦業務

■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
都市部における司法アクセス

の充実に取り組んでいます．
関係機関と連携し，高齢者．

障がい者， 生活困窮者を支援
することが多いで寸一。

なし ①履歴醤：

②応募理由書A
4版1枚程度

都市部における社

会的弱者に対･する

法的サービスに関
する見解を，応募
理由書の中で述べ

てください“

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者：■■■■■■
電話:0503381-
1397

集合日時： 1月24

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス広島法律事務所
(広島市中区八丁

堀2-31広島鴻池

ビル6階）

笹モ
｡Q,､



B-31

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

害類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

法
テ
ラ
ス

1639

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス島根

法律事務所

12月13IJ(月）

～12月17日

(金）

(1週間）

1

■常勤弁謹上の法律事務

口情報提111ﾐ業務

■民事法律扶助業務

■国選弁謹淳関連堆務

口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
■その他

【事務所の特色】
法律相談，民旦lf ・刑事事件処

理，連携先との協働など，特
にえり好みせ気l翼手広くやって

います。

なし ①法テラス島根
(松江）を希望し

た理

②研修で何を学び
たいか

以上をA4'l211 1枚

程度にまとめて提

出してください。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

置者'■■■
電話： 0503383-
5498

集合日時: 12月13

日（月）午前9時

集合場所：法テラ

ス島根法律事務所

#圧
J,魁も

法
テ
ラ
ス

1640

法テラス'i'

規模型覗務

所修習

法テラス福岡

法律事務所

12月13H(ﾉl)

~12月171~I

(金）

(1週間）

l～2

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
福祉機関と述携しt会的弱者
を支援する案件が多い事務所
です

なし ①法テラス福岡を
希望した理由

②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚

程度にまとめて提

出してください。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連

絡先】
担当者：法テラス福

岡法律事務所

■■
電話： ()503383-
0515

集合日時: 12月13

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス福岡法律事務所
(福岡市中央区渡
辺通5-14-12南天

神ビル4階）

掛圧
J，、、



B-32

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，増所

片進50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

法
テ
ラ
ス

1641

法テラス'1，

規模型粥務

所修習
法テラス長崎

12月2011(jl)

~12月24日

(金）

(1週間）

I

因常勤弁護lrの法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】

民事法律扶助蛎件，国選弁護
事件の他， 後見人業務もして
います。

なし 応募理由や当事務

所でやってみたい

内容があれば, A
4判1枚以内で提
出してください

(任意）

【受入決定前の迎絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス長

崎法律事務所

■■
弁識士

電話：0503383-
0031

集合日時: 12月20

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス長崎法律事務所

(長崎市栄町1－25

長崎MSビル3
F)

法
テ
ラ
ス

1642

法テラス扶

助・国選型

事務所修習

法テラス佐世

保法律事務所

12月8日（水）～

12月14日（火）

(土日除く1週

間）

1

■常勤弁護上の法律事務

口情報提供業務
口民事法律扶助業務

口国選弁謹律関連業務

口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
受任事件の8割が同己破産
ー

で， そのほか後見事件，一般

の民事事件，刑事事件を扱っ
ています、

なし ①自己紹介

②法テラス佐世保
で学びたいこと

以上をA4判1枚

にまとめて提出し

てください。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

■■■■■■

【受入決定後の連絡
先】
担当者：法テラス佐
世保地域事務所

弁護士■■■■■■
電話： 0503383-
5516

集合日時: 12月8

日（水）午前10時

集合場所：法テラ

ス佐世保地域事務

所(佐世保市島瀬
町4-19バードノ、

ウジングビル402）

有



片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ肥鮫）

プログラム
々
口

募集
人数

提
害

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

出
類

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁謹等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

なし 応募理由を記した

自己紹介（書式自
由，履歴書可） 【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:I 一二_

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス壱

岐法律事務所
弁護士

集合日時：受入決
定期間の初日午前
10時法

テ
ラ
ス

12月20日（月）

~12月24日

（金）

(1週間）

法テラス過

疎地型事務
所修習

【事務所の特色】
事件は，家事事件と，債務整
理．国選事件が中心です。過
疎地の現状を学びたい人はぜ
ひお越しください。

法テラス壱岐
法律事務所

1643 集合場所：法テラ
ス壱岐法律事務所
(長崎県壱岐市郷
ノ浦町郷ノ浦174
吉田ビル3階）

伽睡1

､
電_ 話：0503383-
5517

■常勤弁謹士の法律事務

口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

なし 応募理由書（書式
自由）

※自己紹介，法
テラス五島法律事
務所を希望した理
由に触れてくださ
い。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話： |； －－1

次の日程のう
ち，いずれか1
－つ

①12月13日
（月）～12月17

日（金）

②1月17日（月）
～1月21日(金）

集合日時：各日程
初日午前10時法

テ
ラ
ス

法テラス過

疎地型事務

所修習

【事務所の特色】
・多数かつ多様な法律相談，
受任事件
・自治体等との関係が密
・五島列島全域が対象

法テラス五島
法律事務所

１各
名

1644 集合場所：法テラ
ス五島法律事務所
(長崎県五島市池
田町2－20）

有

I受入決定以降の連
絡先】

担当者：弁護士■■
■■
電話：0503383-
0516

※希望する期

間を申込書に
記誠してくだ

さい。

B-33



B-34

コード
プログラム
名

墹 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片遊50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

仏
テ
ラ
ス

1645

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス対馬

法律事務所

以下のうち，

いずれか2週間

①12月13H
（月）～12月24

日（金）

②1月11日（火）

～1月21日（金）

※希望する期

間を応捺書類
に記縦してく

ださい“

※祝日は除く

I

■常勤弁護上の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁謹捧関連業務

口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務

■その他 （刑事・民事・家
事事件の全てに対応。島内出
張相談，関係機関訪問等，活

動多岐。原則として、修習生
は担当弁護士の全ての業務に
同行します。 ）

【事務所の特色】
弁護土1名, 41f務局2名の多
忙な事務所。密度の濃い有意
義な修習になると思います。

離島での弁護上活動に興味

をもち 自ら積極的に学ぽ

うとする意欲があること。

望理由普･A

4 ． 1～2枚程度

(①自己紹介，②
当プログラムに応

募した理由，③プ
ログラムで学びた

いこと等）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降〈ﾉ)連

絡先】
担当者：弁護士■
■■■■
電話：0503383-
0517

集合日時：受入期

間の初日の午前9

時1O分

集合場所：法テラ

ス対馬法律事務所

(長崎県対馬市厳

原町中村606-3

おおたビル3階）

※受入決定後，必

ず法テラス対馬法

律事務所に連絡を

入れ，担当弁護士

と話をしてくださ

い。修習の持ち物

等について連絡あ
ります。

有

法
テ
ラ
ス

1646

法テラス過
疎地型事務

所修習

法テラス雲仙

法律事務所

1月11日(火)～

1月21日(金）

(2週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
当事務所は雲仙岳西麓の温泉

街にあります。事件数・種類

ともに多く， とくに後見事件

の受任件数が多いです-。ま

た，触法障がい者の支援に取

り組む社会棉祉法人との連携

事案もありま寸も

なし ①自己紹介

②法テラス雲仙法
律事務所での修習
を希望する理由

以上をA4判1枚

程度にまとめて提

出してください。

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企幽i
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス雲

仙法律事務所弁謹

士■■■■■
電話： 05()3383-
5324

集合日時： 1月11

日（火）午前9時30

分

集合場所：法テラ

ス雲仙法律事務所
(長崎県雲仙市小

浜町北本町14番地

雲仙市小浜総合支
所3階）

※令和3年末に事

務所移転の予定が
あり ' 変更する可
能性がある

有



B-35

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，墹所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記敏）

法
テ
ラ
ス

1647

法テラス中

規模型事務

所修習

法テラス熊本

法テラス高森

法律事務所

月1311(月）

~12月17日

(金）

(l週間）

I

■常勤弁護上の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁誰等|淵辿業務

■犯罪被害者支援業務

■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
熊本では司法SWのほか災害対

応，高森では過疎地での対
応。なお，プログラム実施中
に課題を出すことがありま
す ◎

なし ①自己紹介

②法テラス熊本法
律事務所・高森法

律事務所で何を学

びたいか。

以上をA4判1枚

程度にまとめてご

提出ください“

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス

本法律事務所

■■
弁護士■■

電話：05()3383-
0510

集合日時: 12月13

日（月）午前9時30
分

集合場所：法テラ

ス熊本法律事務所
(熊本市中央区水

道町1－23加地ﾋﾞ

ル4階）

有

法
テ
ラ
ス

1648

法テラス過
疎地型事務

所修習

法テラス奄美

法律撫務所

1月11日（火）～

1月14R(金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務 ．

■民事法律扶助業務
■国選弁謹等関連業務

口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
法律相談の申し込みが多く，

相談内容から離島ならではの
問題・課題について考えさせ

られることが多いです“

頁筆な学習姿勢 応募理由を記した

自己紹介（書式自

由，履歴書可）
【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス奄
美法律事務所弁謹

士■■■■■
電話： 0503383-
0028

集合日時: 1月11

日（火）午前9時30
分

集合場所：法テラ

ス奄美法律事務所

有



B-36

コード
プログラム
名

墹 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時．場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

法
テ
ラ
ス

1649

法テラス小

規模型事務

所修習
法テラス宮崎

12月13日（月）

~12月l7H

(金）

(1週間）

ワ
】

■常勤弁護上の法律事務
■情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁護等閼迎業務
■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
司法ソーシャルワークに力を
入れています

なし 応募理由を記した
自己紹介（苫式日

由，臓膝普可）

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援~セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者：ﾛ■■■■■
電話：0503381-
1399

集合日時: 12月13

日（月）午前9時

集合場所：法テラ

ス宮崎

HIE
●も、、

法
テ
ラ
ス

1650

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス延岡
法律事務所

1月17日（月）～

1月21日（金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律彩務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁謹等関連業務

口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
高齢のため外出できない方や

最寄りの法律繋携所まで相談
に出lhlくことが困難な方の事

件が業務の｢|!心となっていま
す

なし 応募理由を記した
自己紹介（苔式自

由，履歴書可）

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者:■■■■■■
電話：0503383-
0520

集合日時： 1月17

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス延岡法律事務所
(延岡市祇園町1－

2-7UMK祇園ビル

2F)

有



B-37

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片遊50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

法
テ
ラ
ス

1651

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス宮古

島法律事務所

12月13H(月）

~12月2'1 l1

(金）

(2週間）

1

■常勤弁護上の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁謹等関連業務

口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
当事務所は， 日本最南端の法

テラスであり，過疎型事務所

の中でも離島に所在する事務

所です。

なし ①自己紹介
②希望理111

③学びたい内容

以上をA4判2枚

程度にまとめて提

出して下さい。

【受入れ決定前の連

絡先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

■■■■■■

【受入れ決定以降の
連絡先】
担当者：法テラス宮

古島法律事務所

■■■
弁護士■

電話：05()338:)－
0201

集合日時: 12月3
日（月）午前9時

集合場所：法テラ

ス宮古島法律事務

所(沖縄県宮古島

市平良字西里1125

番地宮古合同庁舎
1階）

法
テ
ラ
ス

1652

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス秋田

法律事務所

12月13日（ハ）

~12月17[1

(金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁誰等|腱l連業務

■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
■その他

【事務所の特色】
病院と情報提供協定を締結し
ている

なし 自己紹介と志望理

由を記戦した書面

(書式自由, A4

用紙1枚程度） 。

何を見たいか，学
びたいのかを記赦

してください。

【受入れ決定前の連
絡先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

■■■■■■

【受入れ決定以降の
連絡先】

担当者:■■■■■■
郎

電話： 0503383-
5549

集合日時: 12月13

日（月）午前9時30

分

集合場所：法テラ

ス秋田法律事務所

有



B-38

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ配鮫）

法
テ
ラ
ス

1653

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス青森
法律gI1務

12月13日（月）

~12月17日

(金）

(l週間）

1

■常勤弁謹上の法律事務

■情報提枇業務
■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
福祉機関との連携や刑務所へ

の出張ｷM談を行っています~。

なし 応募理由を記した

fi己紹介（書式白

由，履歴書可） 【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者：法テラス青

森法律事務所

一蝉士■
電話：05()3383-
5554

集合日時: 12月13

l」（月）午前9時

集合場所：法テラ
ス奇森法律鵜務所
(青森市長島1－3
－1 日本赤-|･下

祉青森県支部ビル

2階）

有

法
テ
ラ
ス

1654

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラスむつ

法律事務所

以下のうち ナ

いずれか1週間

①12月20日
（月）～12月24

日（金）

②1月17日（月）
～1月21日（金）

希望する期間

を応募書類に

記救して<だ

さい“

1

■常勤弁巡土の法律事務

口情鞭提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

口司怯過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
債務整理をはじめ，多様な事

件を取り扱っています．

周辺市町村社協と連携があ
り 司法ゾーシャルワークに

も力を入れていま寸一”

なし ①当事務所を希望
した理由

②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚

程度にまとめて提

出してください“

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連

絡先】
法テラスむつ法律事

務所

弁護士

■
■■■■■

(担当事務:■■）
電話： ()503383-0067

集合日時：研修初
日午前10時

集合場所：法テラ

スむつ法律事務所

〒035-0073青森県
むつ市中央1－5－
1

有



B-39

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記戯）

怯
テ
ラ
ス

1655

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス鯵ヶ

沢法律事務所

以下のう背〕。

いずれか1週間
(祝日は除く）

①12月8日（水）
~12月ル1日

(火）

②1月5日(水）

～1月11日（火）

1

■附勤弁謹上の法律事務
口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
高齢者・障害者の方への支援
に関する業務も比較的多いで
す

なし 応募理由を記した
自己紹介(A4用

紙1枚程度で書式

自由又は市販の履

歴苫でも可） 【受入決定前の連絡
先，問合せ先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護上総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者:■■■■■
電話：0503383-
8369

集合日時：受入決

定期間の初日午前

10時

集合場所：法テラ

ス鯵ヶ沢法律事務

所(青森県西津軽
郡鯵ヶ沢町大字舞

戸町字後家屋敷9

番地4鯵ヶ沢町総

合保健福祉セン
ター内）

※受入決定後，必

ず法テラス鯵ヶ沢

法律事務所に連絡
を入れ，決定期間
を自身で確認して
ください

有

法
テ
ラ
ス

1656

法テラス小

規模型那務

所修習

法テラス函館

以下のうち，

いずれか1週間

①12月13日
（月）～12月17

日（金）

②12月20日
（月）～12月2‘1

日（金）

③1月17日（月）
～1月21日（金）

※希望する期

間を応募書類

に記載してく

ださい。

1

■常勤弁護上の法律事務

■情報提供業務
■民事法雑扶助業務

■国選弁謹等関連業務
口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
民事法律扶助による民事事

件・因選刑事事件が中心。
年
も
Ⅱ
ｄ

凸
与
ザ
ロ
■

坐
佐

齢者・障害者向けの出張相談
も行っている。

し 応募理由をA4版
1枚以内で提出す
ること 【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター本部

常勤弁護士総合企画

課

電話:■■■■■
■■

【受入決定後の連絡
先】
担当者：法テラス函

館法律事務所

弁謹士■|■■■■
■
電話：0503383-5562

集合日時：受入決

定期間の初日午前
9時

集合場所：法テラ

ス函館法律事務所
(函館市若松町6
－7ステーション

ブラザ函館5階）

無



B-40

コード
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，塙所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

法
テ
ラ
ス

1657

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス江差

法律蛎務所

12月13旧（月）

~12月24H

(金）

※-上日祝日除

く2週間

l～

ワ
ー

■常勤弁護_i:の法律事務

口情報提供業務
口民事法律扶助業務

口国選弁謹等関連業務

口犯罪被害者･支援業務

■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】

函館地家裁江差支部管内唯一
の法律蛎務所で，幅広い事件
類型を取り扱っています。典

型的な司法過疎地域を体験で

きます。

なし 応募理由を記した

自己紹介（書式臼
由, I植歴書可） 【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
クー

常勤弁護士総合企画
雪卿I
低刀§

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス江

差法律事務所

■■■
弁謹士■

電話：0503383-
5563

集合日時: 1211 13

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス江差(北海道桧

山郡江差町字[|』歌

町199-5)

有

法
テ
ラ
ス

1658

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス八雲

法律事務所

12月13日（月）

~12月17日

(金）

(l週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務

□その他

なし 応募理由を記した
自己紹介（書式自

由，履歴書可） 【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス八

雲法律事務所

■■■■
弁護士■■

電話： 0503383-
8366

集合日時: 12月13

日（月）午前9時

集合場所息法テラ

ス八雲法律事務所

(北海道二海郡八
雲町富士見町21-
1）

有



B-41

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片遊50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記敏）

法
テ
ラ
ス

1659

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス旭川

法律事務)ﾘ『

12月13日（月）

~12月17日

(金）

(1週間）

1

■常勤弁護上の法律事務

■情報提供業務

口民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】

全国屈指の管轄面悩を誇る地
域です“事件によ＝〕ては遠方
に出かけることもあります｡

し 応募理由をA4判

1枚以内で提出し

てください。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
11本司法支援セン
ター

常勤弁護上総合企画
課

職活:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：■■
電話： 0503383-
5565

集合日時：初日の

午前9時30分

集合場所：法テラ

ス旭川法律事務所

※受入決定後， 日
程確認のため上記

事務所までご連絡

ください。

有

法
テ
ラ
ス

1660

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス高知

法律事務所

12月13日（月）

~12月17H

(金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務
■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務

□その他（

）

【事務所の特色】
刑事事件が多いことが特徴で

関係機関との連携にも力を人

れています．

なし ①法テラス高知を

希望した理由

②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚

程度にまとめて提
出してください．

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企圃
課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス高

知法律事務所

■■■
弁護士■

魎話：0503383-
5576

集合日時: 12月13

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス高知法律事務所
(高知市本町4－

1－37丸ノ内ビ
ル3F)

旺
朴

▲
牙
◆
４
４



片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

プログラム
名

募集
人数

提
書
出
類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

１１１１

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

なし 応募理由をA4判
1枚以内で提出す
ること 【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話？ l il

集合日時： 12月8

日(水)午前9時30
分（予定）

12月8日(水)～

1月27日（木）

(上記期間のう
ち，土日祝日

を除く2週間）

法
テ
ラ
ス

法テラス中

規模型事務
所修習

集合場所：法テラ
ス愛媛法律事務所

【事務所の特色】
弁護士2名在籍。一般的な扶
助事件や裁判員裁判も含む国
選弁護事件を担当していま
す”

－
２

１
法テラス愛媛1661 有

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス愛
媛法律事務所

弁護士■
■■■
電話：0503383-
5582

※受入決定後， 日

程確認のため上記

事務所までご連絡
ください。

旧公設事務所における業務

内容を見学し，地方における
法律事務所の実務を学習す
る。

し
・
伝
．
の
う
庁
，
送

な
介
を
る
※
者
グ
属
後
を

なし (メールにより自己紹

介・志望動機や見たい内容
を伝えてもらい選出す
る。 ）
※当事務所は，参加希望
者の「選択型実務修習プロ
グラム申込書(全国)」を所
属庁会を通じて受領した
後，同希望者に対しメール
を送って上記自己紹介等を
求めるので，適宜対応して
頂きたい。

なし

公
設
事
務
所
等

弁護士法人東法律事

務所
(電話0226-25-7234,
メールアドレス：

■

弁護士法人東

法律事務所
(旧気仙沼ひ

まわり基金法
律事務所）

12月13日（月）

~12月17日

（金）
(1週間）

集合日時：開始日
の午前9時
集合場所；弁護士
法人東法律事務所

公設事務所
等修習

1662 1 有

’

B-42



B-43

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

害類
その他(内容等

の照会先など）
開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記戴）

設
事
務
所
等

1663
公設事務所

修習

「田ひまわり

腱金法律事務

12月13I1

（月）～121117

H(金）

(1週間）

1

公設事務所における業務内容
を見学し， 司法過疎地におけ

る弁護士業務を学習1－る

なし 応募理由書（200
文字程度）

下田ひまわり懸金法

律事務所（電話
0558-25-2131)

集合日時: 1211 13
日（月）午前9時30

分集合場所:下田

ひまわり基金法律

事務所

有

公
設
事
務
所
等

1664
公設事務所

修習

相馬ひまわり

基金法律事務

所

12月131J(月）

~12)l l7II

(金）

(1週間）

1

公設事務所における業務内

容を見学し，小件対･応，関係

先との連携のあり方，地域に

おける問題への取組み，公設

事務所の意義を学修司I-る。

公設事務所の意義及び各

種制度，東日本大震災・東

京電力隔島第一原子力発電
所事故，令和元年台風19号
等の被災地の状況や起きて

いる法律問題について，プ
ログラム|淵始時までに可能

な限り学修したうえで本プ

ログラムに臨むことができ

る者（プログラム開始当初

に，学修してきた内容を確
認します）

応募理由，取り組
みたいこと，粥前

に学修しておくこ
とが必要と考える

具体的躯項，希望

する法曹像を記し

た書面（苫式自

由）

相馬ひまわり基金法

律事務所

(TEL:0244-37-

2560）

集合日時: 12月13

日午前9時3()分

集合場所：相馬ひ

まわり基金法律事
務所

,白

(プログラム実施

の3週間前）



B-44

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

公
設
事
務
所
等

1665
公設事務所

等修習

弁謹上法人空

と海そらう

み法律事務所
奄美事務所(旧
ひまわり基金

法律事務所）

12月13u(jl)
～

12月17H(金）

(l週間）

1

奄美大島(鹿児島地方裁判所
名瀬支部帯内)にある事務所
(旧ひまわり雅金法律事:務所）

における業務内容(離島間の出
張，裁半l1所期日，法律相談等）

に携わり， 荷l法過疎地域の現

状及びその対策標を修習す
る

･出張で飛行機を利用する

可能性があるため，飛行機

での移動を苦手としないこ
し
巳の

･履歴書

･志望理曲諜(書
式自由）

・弁護士法人空と海

そらうみ法律事務所

奄美事務所弁継土
菅野浩平（かんのこ

うへい）

電話0997-54-5588

・事務所ホームベー
ジ

www.soraUmi-law.com

集合日時: 12月13

日（月）午前9時

場所：事務所
有

公
設
事
務
所
等

1666
公設事務所

等修習

弁護士法人空
と海そらう

み法律事務所
陸前高lll事務
所（旧ひまわ

り基金事務
所）

12月13H(月）
～

12月17日（金）

(1週間）

1

岩手県の沿岸地域（盛岡地方

裁判所一関支部管内）にある

事務所（旧ひまわり基金法律
事務所）における業務内容
(裁判所期日、法律相談等）

に携わり、司法過疎地域の現

状及びその対策等を修習す
る

なし ･履歴諜

・志望理由書（書

式自由）

・事務所ホームベー
ジ

www.sorauini-law.coIn

集合日時: 12月
13日(月)午前9

時30分

場所：事務所

有



A班
プログラム

コード プログラム名 修習場所 ページ

行
政
・
立
法
機
関

体
1.1

治ノノ

児

相

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

法務行政修習

参議院法制局修習

厚生労働省中央労働委員会審査実務修習

国税不服審判所における修習

地方自治体修習

児童相談所における修習

児童相談所における修習

法務省

参議院法制局

中央労働委員会事務局

①東京国税不服審判所②大阪国税不服審判所

大津市

名古屋市中央児童相談所

名古屋市西部児童相談所

A－ l

A－l

A－2

A－2

A－3

A－3

A－4

国
際
機
関
等

2201

2202

2203

国際協力(法轄備支援)修習

国連機関修習

日本弁謹士連合会国際室における修習

)出lL1丁l以1左八I茎l防苓”ノJ1溌↑再（J1しハノ4蕊首l)、四

ﾒ1機関等(東京）

|玉|際移住機関(I0M)駐日事務所

日本弁護士連合会

A－4

A－5

A－5

福
祉
機
関

2301

2302

2303

社会福祉協議会修習

社会福祉協議会修習

社会福祉協議会修習

豊中市社会福祉協議会

山形市社会福祉協議会

宝塚市社会福祉協議会

A－6

A－6

A－7

民
間
企
業

2401

2402

2403

2404

05

企業修習

企業修習

企業法務修習

企業修習

企業内法務実務修習

ヤフー株式会社

九州旅客鉄道株式会社

両備ホールディングス株式会社

頃日本旅客鉄道株式会社

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス
株式会社

A－7

A－8

A－8

A－9

A－9

裁
判
所

2501

2502

2503

2504

2505

最高裁判所修習

地裁知的財産権部修習(東京）

地裁知的財産権部修習(東京）

地裁知的財産訴訟部修習(大阪）

地裁知的財産訴訟部修習(大阪）

最高裁判所

東京地方裁判所民事部

東京地方裁判所民事部

大阪地方裁判所第21民事部・第26民事部

大阪地方裁判所第21民事部・第26民事部

A-10

A-10

A-ll

A-ll

A-12

法
律
事
務
所

知
財

渉
外

2601

02

2603

2604

2605

2606

2607

2608

2609

2610

2611

2612

13

知財事務所修習

知的財産事務所修習（大阪）

知的財産事:務所修習（大阪）

知的財産事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大|坂）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

渉外事務所修習（大阪）

■■■■■■■■■■

弁護士法人大江橋法律事務所

弁護士法人関西法律特許事務所

小松法律特許事務所

弁護士法人大江桶法徳事務所

岡田春夫綜合法律事務所

弁護士法人御堂筋法律事務所

弁護士法人淀屋橋・山上合同

法円坂法律事務所

北浜法律事務所・外|玉|法共同事業

弁護士法人オルビス

岡田春夫綜合法律或務所

弁護士法人御堂筋法律事務所

A-12

A-13

A-13

A-14

A－l4

A-15

A-15

A-16

A-16

A-17

A-17

A-l8

A-18



’
大規模事務所修習

大規模事務所修習

企業法務修習

大規模事務所修習

大規模事務所修習

企業法務修習

９
９
０
０
１
１
２
２
３
３
４
４
５
５
６
６
７

１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

－
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

皿
一
秘
一
祁
一
却
一
姉
一
抑

大
規
模
・
企
業
法
務

法テラス東京法テラス東京霞が関分室
法テラス東京法律事務所法テラス大規模型事務所修習

’
2620

法テラス中規模型事務所修習

法テラス扶助・国選型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

2621

2622

2623

2624

2625

2626

2627

2628

2629

2630

法テラス大阪法テラス大阪法律事務所
常勤弁護士養成事務所法テラス大規模型事務所修習 A-272631

法
律
事
務
所Ｉ

法テラス兵庫法テラス兵庫法律事務所

法テラス阪神法律事務所

法テラス奈良法律事務所

法テラス福井法律事務所

法テラス魚津法律事務所

法テラス広島

法テラス壱岐法律事務所

法テラス五島法律事務所

法テラス対馬法律事務所

法テラス平戸法律事務所

法テラス雲仙法律事務所

法テラス奄美法律事務所

法テラス宮崎

法テラス延岡法律事務所、

法テラス沖縄

法テラス宮古島法律事務所

法テラス秋田法律事務所

法テラス鹿角法律事務所

法テラスむつ法律事務所

法テラス鯵ヶ沢法律事務所

法テラス函館

法テラス中規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス中規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習
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－
Ａ
－
Ａ
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Ａ
ｌ
Ａ
－
Ａ
－
Ａ
一
Ａ
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Ａ
ｌ
Ａ
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一
一
一
一
一
一
一
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一
一
一
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2632

2633

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

法
テ
ラ
ス

－34

Ｐ
ｌ
ｌ
Ｆ
Ｌ
Ｂ
Ⅱ
ｌ
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１
１
０
１
巳
Ｕ
Ｉ
Ｌ
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ｌ
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１
１
１
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法
律
事
務
所

法
テ
ラ
ス

公
設
事
務
所
等

2653

2654

2655

2656

2657

2658

2659

2660

2661

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

法テラス小規模型事務所修習

公設事務所等修習

公設事務所修習

公設事務所修習

公設事務所修習

公設事務所等修習

法テラス江差法律事務所

法テラス旭川法律事務所

法テラス徳島法テラス徳島法律事務所

法テラス高知法律事務所

弁護士法人東法律事務所

(旧気仙沼ひまわり基金法律事務所）

釜石ひまわり基金法律事務所

下田ひまわり基金法律事務所

相馬ひまわり基金法律事務所

弁護士法人空と海そらうみ法律事務所奄美事務所

(旧ひまわり基金法律事務所）

A-38

A-39

A－39

A-40

A-40

A-41

A-41

A-42

A-42



A班(修習地が東京(立川を含む。 ），横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，神戸，奈良，大津及び和歌山）

A－1

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等

の照会先など）
開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配舷）

国 2101
法務行政修

習
法務省

2月14日（月）～
2月18日（金）

(1週間）

35

法務省の機構を知るととも

に，各部局がどのような役割
を果たし， どのように連携し

て法務行政が運営されている
かを学ぶ。
法務省各部局職員による法
務行政に関する講義，同演
習・関連施設見学など。

なし ｡

ただし，応募者が募集人
数を超えた場合は抽選とす
る

なし

【照会先】
法務省大臣官房人事

課検察官人事第一係
(03-3580-4111内線
2126)

※Web会議システムを

利用したオンライン

研修とする。

※コロナ情勢を踏ま

えて，施設見学の実

施は判断することと
する ◎

※法務省や見学施設

間の移動に必要な交

通費等は， 自己負担
とする。

【集合日時】
2月14日（月）

午前9時30分
無

国 2102
参議院法制

局修習
参議院法制局

2月14日（月）～

2月18日（金）

(1週間）

1

法制執務(法政策の形成、立
法技術、立法過程等)について

の講義、具体的な議員立法の
立案等の事案の検討、関係資
料の作成等

l法制執務について関心を

有し、意欲的に取り組むこ
と

2修習に当たり、秘密厳守
についての誓約書を提出す
ること

l履歴書

2志望動機説明書

総務課

(03-5521-7729)

集合日時：2月14

日午前9時

集合場所：参議院

法制局総務課

無



A－2

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫〉

国 2103

j!煮生労働省
中央労働委

員会審査実

務修習

111央労働委員
会辨務局

3月7日（月）

～3月11日（金）

(1週間）

/1

不当労働行為審査手続のう

ち、調査(和解のためのものを

含む． ）や審問の傍聴及びそれ
に必要な事件記録の閲覧のほ
か、命令原案骨子の作成、不
当労|伽i為救済制度及びその

手続等に関する講義など

大学若しくは法科大学院に

おいて労働法を履修した

者、 又は合格した司法試験

論文式試験の選択科目につ

いて労働法を選択した者

①履歴書(写真添
付）

②中央労働委員会
での修習を希望す
る理由及び労働法

に関する履修状況

等を記載した書面

(1200字程度）

中央労働委員会事務

局審査課
(電話03-5403-2155)

3月7日午前9時30

分

事務局審査課
(東京都港区芝公

園1－5－32労働

委員会会館5階）

1旺
4,,℃

国 210'1
国税不服審
判所におけ

る修習

①東京国税不

服審判所

②大阪国税不

服聯判所

2月8日（火）～

10l](木)(3日

間）

②
名

①
各
５

・税務行政部内で独立性の強

い準而l法機関としての性格を

もつ国税不服審判所の具体的
業務について修習”

･公表栽決を使用した事例演
習等を通して、各税法の基本

的な考え方や、国税不服審判
所における審理のやり方を修
習

･現役の法曹出身審判官等と

の意見交換。

【組織の特色】
裁判所・検察庁からの出向

者、弁護t出身の特定任期付
職員、国税出身者などから組

織されている多様性のある職
場です‘

なし

※(1)東京国税不服審判所、
②大阪国税不服群判所のど
ちら．ご希望するか明記する

こと。 （場所の振り替えは

行わない。 ）

なし

国税不服審判所（本
部）管理室総務係

(電話03-3581-4101

【内線3923、
39011 )

集合日時: 2jl8日

（火）午前10時

場所：

①東京国税不服審
判所管理課（東京

都千代田区九段南

1-1-15九段第2

合同庁舎10階）

②大阪国税不服審
判所管理課（大阪

府大阪市中央区大

手前1-5-63大阪

合同庁舎三号館）

ｲHf
‘､､､



A-3

コード
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片遊50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配舷）

地
方
自
治
体

2105
地方自治体

修習
大津市

2月2日（水）

～2月8日（火）

(1週間）

1

自治体における法的紛争の

相談業務を経験する。
【具体例】
･ 日常の業務における法的
紛争

･訴訟に係る事案

･人事管理的な法的紛争

大津市と利容関係がある

方は、御遠慮ください‘
特になし

総務部人事課
担当秋山
'ItL O77-528-2711

集合日時： 2月2日

午前8時30分

集合場所：大津市

役所本館2階人辮
課

笹圧
Jも､､

児

相
2106

児童相談所

における修

習

名古屋市中央

児竃相談所

2月14日（月）

～2月18日（金）

(1週間）

1

児童相談所における福祉行政
全般と法務における各種体験

・子どもの権利を守る仕事

に高い関心と熱意があるこ
レ
ー

・児童相談所における修習

開始前に、児童相談所業務
に関する基礎的知識を予習
することができる方

･履歴書

･小論文(児童福

祉分野における法

曹の役割につい
て）

･2000字程度
･書式自由

R3年4月迄

橋本佳子

(052-757-6111)

R3年5月以降

鈴木善博
(052-757-6111)

2月14R
ノ
ー

ド前8時30分

名古屋市中央児童

相談所

1階ロビー

｣11Ⅲ
Jbも､



A－4

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移助の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

児
棚

2107

児撒岨談所
における修

習

名古屋市四部

児童相談所

3月7日（月）

～3月11日（金）

(1週間）
1

児童Ⅱ談所の業務、常勤弁

護士の業務について学ぶ(児竜
相談所にl驚lする講義、家事審
判期日や司法面接の同席、家
庭訪問同行、一時保護所、施

設見学、関係機関との会議へ

の同席など(H程の都合上実施
できないこともある))”

児童相談所の業務や児童

虐待について興味がある者
1.履歴書、 2.志望

理由書(A4， 1枚程

度) 、

主枠(弁護士)根ケ111
裕子

(電話：052-365-

3231)

集合場所：初'二l午
前8時45分

集合場所：名古屋

市西部児童相談所

有

(プログラム実施の

1週間前）

国
際
機
関
等

2201

国|際協力
(法整備支

援)修習

独立行政法人

国際協力機構

(JICA)本部、

国内機関等

(東京）

2月2日（水）

～2月15日（火）

(2週間）

ウ
ー

我が国のODA事業と国際協

力機樅(J ICA)の業務目的
と概要をfllるとともに， 日本
の法整備支援が，最高裁判

所，法務省， 日本弁護士連合
会，大学関係者等関係機関と

どのように連携して実施・連

営されているのかを学ぶ。
また J ICA国際協力噂

門貝(弁謹士） ・職員による法
整備支援に関するガイダンス

の受講, J ICAが開発途上
国において実施中の法整備支
援に関わる事務作業一一般のo
JTを通じ，国際協力及び法

整備支援について理解を深y)
る｡

(1)国際協力及び法整備支
援に関心を有する者

(2)一定の英語力を有する
者(TOEFLPBT550

点程度, iBT80点程度）

があれば， より効果的な修

習が可能，

修習に当たっては，誓約書
を提出すること。

(1)経歴書(TOE

FL TOEIC

受験歴があるとき

はその点数を記載

し，証明書も必

要）

(2)当機構での修

習を希望する理由

(A'1用紙1枚程

度。 l法整備支援
について知った

きっかけ， 2この
研修に期待するこ

とや今後のキャリ

アにどう活かした

いかを含めた内容
とすること。 ）

(3)修習先の弁護

士会からの承認書

(受瀧決定後）

独立行政法人国際協

力機構ガバナンス．

平和構築部ガバナン

スグループ法・司法
チーム

■■■■■■

承認書フォームの

送付と併せて，
追って決定者に対

し，連絡します

無



片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※－部プログラム
のみ記鮫）

プログラム
名

募集
人数

提
書

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所
出
類

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

国際機関による日本において
保護・支援を必要としている
移民(外国人)のための様々な
活動内容に触れること。
日本の出入国管理政策・人身
取引対策・移民政策の現状と
課題に触れること。

移住問題に関心があること
英語力があること。

日本に在住する外国人の母
語のいずれかを話せればな

お良い。

履歴書(日・英）

志望動機(|ﾖ）
語学能力を証明す
る書面

2月2日

～3月18日

の間の1-2週間
修習開始日の午前
10時

国
際
機
関
等

国際移住機関駐日事
務所
(TEL03-3595-2487,

FAXO3-3595-2497)

国際移住機関
(IOM)駐日事

務所

有
(プログラム実施の
2か月前）

国連機関修
習

2202 1
※希望する期

間を申出書に

記戦するこ
と。

日弁連における国際業務(特に

組織としての海外弁護士会と
の関わりや，会員の国際活動
支援など)について経験し，
弁談士及び弁誰士会の活動の
国際的広がりを学ぶ。

日弁連及び日弁連会員の国

際活動に興味を有する者。
英語によるコミュニケー

ション(読み書きを含む。 ）
がある程度可能である者。
決定後，守秘義務等につい
ての誓約書を提出するこ
と。

・履歴書(和文）

・英語能力を示す

書類等(原則提出
要）
・志望動機説明書
(A4版。 日英いず
れも可）

国
際
機
関
等

日本弁護士連合会企

画部国際課

担当■■■■■
(電話03-3580-
9741）

日本弁謹士

連合会国際
室における
修習

集合日時：2月14
日午前9時30分
集合場所：弁護士
会館15階

2月14日（月）～

2月28日（月）
（2週間）

日本弁護士連
合会

2203 鉦圧
"も,、

Ｉ

■ ■ ■

A－5



A－6

コード
プログラム

名
場 所 期 間

募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※－部プログラム
のみ記軟）

福
祉
機
関

2301
社会福祉協

議会修習
豊中市社会福
祉協議会

2月2日(水)～

2月15日（火）

(2週間）

ワ
ー

社会福祉協議会における各

種体験(地域見守り活動，住民
による何でも相談，サロン
コミユニテイソーシヤルワー

カー事業，権利擁護事業等）

社会福祉協議会の事業内容
については， ホームベージで

参照のこと。

http://www･toyonaka-

Shakyo.or.jp/

NHK地域づくりアーカイ

ブスで豊中市社会福祉協議
会の取組を事前に確認して
おく二と

http://www.nhk.or. Jp/chi

iki/movie/?das_id=I)00150
10061 00000

なし

豊中市社会福祉協議
会地域福祉課

(電話06-6848-1279)

2月2日 （水） 8 ：
45

豊中市すこやかプ
ラザ

無

福
祉
機
関

2302
社会福祉協

議会修習
山形市社会福

祉協議会

2月14日（月）～

2月18日（金）

(1週間）

1

①社会福祉協議会の業務内容

理解。②法と社会福祉の関わ
りを学ぶ。③高齢者、障がい
者、生活困窮者の支援を通

じ、権利擁護の視点を学ぶ。
④成年後見センターの機能を
学ぶ。

社会福祉協議会で修習した

い理由を説明できること。
修習志望動機(300

字～400字）

社会福祉法人山形
市社会福祉協議会

2月14日（月）午前8

1寺半～山形市社
会福祉協議会にて

4旺
』､､､



A－7

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

福
祉
機
関

2303
社会福祉協

議会修習
宝塚市社会福

祉協議会

2月28日（月）～

3月4日（金）

(1週間）

1

社会福祉協議会における各
種体験(権利擁護事業、 日常生
活自立支援事業、地域福祉推
進事業、その他の事業にかか
る講義・施設見学・業務見
学・体験など）

なし ･履歴書

･応募動機
(A4用紙1枚800¥
程度）

宝塚市社会福祉協議

会(電話0797-86-

5000）

集合日時：初日の
午前9時

集合場所：宝塚市

総合福祉センター

無

民
間
企
業

2401 企業修習
ヤフー株式会
社

2月2日（水）～2

月16日（水）

(2週間）

1

法務担当部署における各種体
験

(法務相談、政策提言、訴訟
等）

指定なし 指定なし

原則オンラインでの

研修となります。手

続きの件で初日と最
終日は出社が必要で

す。 Wi-Fi環境はご自

身でご用意くださ
い，

2月2日午前10時

東京都千代田区紀
尾井町1－3東京

ガーデンテラス紀
尾井町紀尾井タ
ワー

18階受付

狸f
J､､､
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コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無 ．

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配敏）

民
間
企
業

02 企業修習
ﾉL州旅客鉄道

株式会社

2月7H(月）～

2月10日（木）

(4日間）

1

法務担当部署における各種

体験(法律相談，企業倫理な
ど）

なし なし

人事部

(電話092-474-2761)

集合日時；

2月7日午前9時

集合場所：

JR九州本社7F受
付

有

民
間
企
業

2403
企業法務修

習

両備ホール

ディングス株

式会社

2月14日（月）～

2月18H(金）

(l週間）

1

法務担当部署における各種

体験(契約書審査・新規ビジネ
スに関するリーガルチェック

及び文献リサーチ・ リスクマ

ネジメン|､体制の構築手法等）

企業法務に興味があり、
周囲と協調して修習を行え
る人

志望理由苫(A4用

紙1枚程度）

法務リスクマネジメ

ン卜部(086-232-

2177)

2月14日午前8時4(）

分

両備ビル3階

蕪



1 1 】 1 1 1 1 1

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記戴）

ｌｌｉｌｌＩｌｌ

プログラム
名

募集
人数

提
書

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

出
類

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

■ ■ ｰ

1 1 1

・法務担当部署における各種

体験(企業法務実務の理解、支
社法務実習等）
・法務以外の部署における業
務体験(当社施設見学、グルー
プ会社訪問等）

当社事業に関心のある方又
は事業会社の法務部門の業
務に関心のある方

履歴書(書式自由）

及び以下のいずれ

かの小論文

l 「当社事業に関
してお気づきの点

又は関心のある事
項(法務関連事項
を含む)」
2「事業会社の法
務部門(企業法務）
が果たすべき役

割」
(A4用紙3枚程度）

集合日時：2月14

日午前9時30分
集合場所：東日本
旅客鉄道株式会社
本社ビル(新宿）

民
間
企
業

総務・法務戦略部

W
2月14日（月）～

2月18日（金）
(1週間）

東日本旅客鉄
道株式会社

企業修習2404 －

'月2

(1)履歴書

(2)志望理由およ

び将来のキャリア
に関する考え方
(日本語および英

語、それぞれA4･

2枚程）

ン・ホールディング
民
間
企
業

ユニリーバ・

ジャパン・

ホールディン
グス株式会社

2月2日(水)～2

月15日（火）
（2週間）

企業内法務
実務修習

最大5
名

I

零ヌ2405 鉦

§鰯

韓謹§

Ⅱ

駒

糠臺

A－9

、
痔

塞
蕊
弓

§
雲

■
ｄ

繊
謹
錘
紳

罰

ｽ株式会社■■■■



A-10

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ混載）

裁
判
所

2501 最碕裁判所修習 最高裁判所
2月9IZI (水）

(IH)
l()

最高裁判所の庁舎見学，最高

裁判所調査官(民事・刑事)に

よる講義， 記録検討，最高裁

判事による識諦等

なし

申込動機を記赦し

た希望理由苔(A

4． 1～2枚）

追って，受講者に

対し，受識Hまで

に準備しておくべ

き事項を通知す

る ⑥

最高裁判所裁判部第

二訟廷事務室

裁判関係庶務係
03-3264-8573

2月9日（水）

午前9時15分

最高裁判所

(集合場所等は，

修習確定後，追っ

て通知する。 ）

裁
判
所

ー

地裁知的財

産権部修習

(東京）

東京地方裁判

所民事部

2月7H(11)～2

1118H(金）

(2週間）

8

東京地裁知財部における知財

事件の記録検討, *l1例・学説

の調査， メモ(サマリー)の作

成，法廷傍聴，弁論準備手続

傍聴， ケース研究， 知的財産
権事件についての講義(半

日），特許肺:見学(半H)及び知

財高裁における記録検討，法
廷傍聴等(2日間）
※新型コロナウイルスの感染

状況などによっては，プログ
ラムに変更がある可能性があ

ります．

l大学若しくは法科大学院

において知的財産権法関係

の講座を受講し，単位を取

得した者， 2司法試験にお
いて知的財産法を選択した

者，又は3知的財産権法に
高い関心を持っており，知
的財産朧訴訟に関わる知

識・技法を修得する意欲の
ある者

※lないし3の番号を申込書

に明記言I-ること

※応募者が募集人数を超え

た場合は抽選とする。

※抽撫の結果,落選した者

に対し， コード2503への変

更希望の有無について，別
途調査することがある。

募集条件3の場合
には (1)知的財

産権法関係で関心

を持っている分野

等 (2)知的財産

権訴訟に関わる知

識等の修得を志す
理由をA4用紙1枚

程度にまとめて提

出寸一るこ坐その

他は，追って受講

者に対し通知す

る。

(単位の証明書等

は不要）

東京地方裁判所総務

課庶務第二係(電話
03-3581-2291ダイヤ

ルイン）

2月7日（月）

午前9時30分

東京地方裁判所研

修室(9階南側）

無



~

1 1 1 1 1 片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記戦）

I l I I I I 】

プログラム
名

募集
人数

提
書
出
類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件
ロ

令

Z ロ 1 1 ロ U

東京地裁知財部における知財
事件の記録検討，判例・学説
の調査， メモ(サマリー)の作
成法廷傍聴，弁論準備手続
傍聴，ケース研究，知的財産
権事件についての講義(半
日），特許庁見学(半日)及び知
財高裁における記録検討，法
廷傍聴等(2日間）
※新型コロナウイルスの感染
状況などによっては，プログ
ラムに変更がある可能性があ
ります。

1大学若しくは法科大学院
において知的財産権法関係
の講座を受講し，単位を取
得した者， 2司法試験にお
いて知的財産法を選択した
者，又は3知的財産権法に
高い関心を持っており，知
的財産権訴訟に関わる知
識・技法を修得する意欲の
ある者

※lないし3の番号を申込書

に明記すること。
※応募者が募集人数を超え
た場合は抽選とする。
※抽選の結果,落選した者
に対し， コード2502への変

更希望の有無について，別
途調査することがある。

募集条件3の場合

には, (1)知的財
産権法関係で関心
を持っている分野
等， (2)知的財産
権訴訟に関わる知
識等の修得を志す
理由をA4用紙1枚
程度にまとめて提
出すること。その
他は、追って受講
者に対し通知す
る。

(単位の証明書等
は不要）

東京地方裁判所総務
課庶務第二係(電話
03-3581-2291ダイヤ

ルイン）

2月28日（月）

午前9時30分
東京地方裁判所研
修室(9階南側）

裁
判
所

地裁知的財

産権部修習
(東京）

’東京地方裁判
所民事部

2月28日（月）～
3月11日（金）

（2週間）

2503 8 4疵

知的財産権訴訟における審理
の充実促進や判断の正確性担
保のための訴訟運営上の工
夫，裁判所及び当事者の訴訟
活動の在り方について理解を
深め，併せて表現能力の向上
を図ることを目的とする。
修習内容は，知財部裁判官及
び裁判所調査官による講義，
大阪高裁第8民事部(知財集中
部)裁判官による講義．サマ
リー起案・講評，法廷傍聴，
記録検討等。

大学・大学院において知財

関係講義の単位を取得した

者又は司法試験において知
的財産権法を選択した者。
人数が超過した場合，司法
試験における知的財産権法
選択者を優先するので，該
当する条件を申込書に記載
すること。
人数が超過した場合， コー
ド2505へ振り替えることが

あるので．振替えに支障が
ある者は，その旨及びその
理由を申込書の余白部分に
簡潔に記載すること。

なし

2月7日（月）

午前9時20分
大阪地方裁判所事
務局総務課庶務第
二係(仮庁舎1階）

地裁知的財

産訴訟部修
習
(大阪）

大阪地方裁判
所第21民事
部・第26民事
部

大阪地方裁判所事務
局総務課庶務第二係

1 1ﾀﾞｲﾔﾙ
イン）

裁
判
所

2月7日（月）～2

月18日（金）
（2週間）

2504 8 鉦

’

A-11



ﾛ. ﾛ ﾛ

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※－部プログラム
のみ記載）

プログラム
名

募集
人数

提
書
出
類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件
■

知的財産権訴訟における審理
の充実促進や判断の正確性担
保のための訴訟運営上の工
夫，裁判所及び当事者の訴訟
活動の在り方について理解を
深め，併せて表現能力の向上
を図ることを目的とする。
修習内容は，知財部裁判官及
び裁判所調査官による講義
大阪高裁第8民事部(知財集中
部)裁判官による講義，サマ
リー起案・識評，法廷傍聴，
記録検討等。

大学・大学院において知財
関係誹義の単位を取得した
者又は司法試験において知
的財産椛法を選択した者。
人数が超過した場合、司法
試験における知的財産権法
選択者を優先するので，該
当する条件を申込書に記載
すること。
人数が超過した場合， コー
ド2504へ振り替えることが
あるので，振替えに支障が
ある者は，その旨及びその
理由を申込番の余白部分に
簡潔に記祓すること。

なし

2月21日（月）

午前9時20分
大阪地方裁判所事
務局総務課庶務第
二係(仮庁舎1階）

地裁知的財
産訴訟部修
習

(大阪）

大阪地方裁判
所第21民事
部・第26民事
部

大阪地方裁判所事務
局総務課庶務第二係

(’ 」タ≠ｲﾔﾙ
ｲﾝ）

裁
判
所

2月21日（月）～

3月4日（金）
（2週間）

2505 8 ｲ脛

’

’

鰯

Ｉ
ト
ー
■
，
・
Ｉ
Ｌ

知
財

知財事務所
修習 □ ■2601

翌
’
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コード
プログラム

名
場 所 期 間

募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ配載）

知
財

2602

知的財産罪

務所修習
(大阪）

弁護士法人大

江橋法律事務
所

2月7日（月）～2

月18日（金）

(2週間）

1

いわゆる「知的財産事件」を
扱う法律事務所での日常的な

弁護士業務及び事件処理に接
することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生は

受入れない。なお、受入れ

内定以降に、上記係争事件

が発生したときは、当該修

習生を受入れの上、 当該事
件は修習対象から除外す

る、受入れ内定時に、修習
生の就職予定事務所等が未

定で、その後に決定した就
職先と係争中のときも同様
とし、当該修習生を受入れ

の上、 当該事件は修習対象
から除外する。

②法科大学院において知財

関係講義を受講し、単位を
取得した者又は司法試験に

おいて知的財産権法を選択
した者

知的財産関係講義

の職修証明書

大阪市北区中之島2－
3-18

中之島フェスティバ

ルタワー27階

担当：平野惠稔弁誰
士

TEL: 06-6208-1406

日時：

2月7日午前10時

場所：

事務所受付

知
財 2603

知的財産事

務所修習
(大|坂）

弁護士法人関

西法律特許事

務所

2月7旧（〃）～2

月18日（金）

(2週間）

I

いわゆる「知的財産事件」を
扱う法律事務所での日常的な

弁護士業務及び事件処理に接

することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争
中のときは、 当該修習生を

受入れのうえ、当該事件を
修習対象から除外する。申

込時に修習生の就職予定事

務所等が未定で、その後に
決定した就職先と係争中の

ときも、同様とする。

②法科大学院において知財

関係講義を受講し、単位を

取得した者又は司法試験に

おいて知的財産権法を選択
した者

①知的財産関係識
義の履修証明書

②履歴書

大阪市中央区北浜2－
5－23

小寺プラザ12階

担当：田上洋平弁護
士

TEL: 06-6231-3210

日時：

2月7日午前10時

場所：

事務所受付

有



A-14

コード
プログラム
名

塙 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片遊50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配餓）

知
財

26()4

知的財産事

務所修習
(大阪）

小松法律特許

事務所

2月7日（月）～2

月18日（金）

(2週間）

｡
ｰ

いわゆる「知的財産邪件」を

扱う法律辨務所での日常的な

弁護士業務及び事件処理に接

することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争

中のときは、当該修習生を

受入れの上、 当該事件を修

習対象から除外する。申込

時に修習生の就職予定事務

所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、同様とする｡

②法科大学院において知財
関係講義を受諭し、単位を

取得した者又は司法試験に

おいて知的財産権法を選択

した者

知的財産関係識義
の履修証明書

大阪市北区中之島2－
2－2

大阪中之島ビル8階
担当：小松陽一郎弁

護士
TEL:06-6221-3355

日時：

2月7日午前l(>時

場所息

事務所受付

有

渉
外

2605

渉外事務所

修習
(大阪）

弁謹士法人大

江橘法律事務
所

2月7日（月）～2

月18日（金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う

法律事務所での日常的な弁護

士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米

法関係・中国法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争

中のときは、 当該修習生は

受け入れない。なお、受入
れ内定以降に、 ’2記係争事

件が発生したときは、当該

修習生を受入れの上、 当該

事件は修習対象から除外す

る。受入れ内定時に、修習
生の就職予定那務所等が未

定で、その後に決定した就

職先と係争中のときも同様
とし、 当該修習生を受入れ

の上、 当該事件は修習対象

から除外する。

②英語又は中国語を読むの
が苦にならない梶度の語学

力があること

なし

大阪市北区中之島2－
3－l8

中之島フェスティバ

ルタワー27階

担当：金井美智子弁

護士
TEL:06-6208-1407

日時：

2月7日午前1()時

場所：

事務所受付

眠
い

４
℃
８
Ｊ



A-15

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記舷）

渉
外

26()6

渉外事務所

修習
(大阪）

岡川春夫綜合

法律事務所

2ﾉﾘ7日（月）～2

月18日（金）

(2週間）

り
』

いわゆる「渉外事件jを扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争
中のときは、 当該修習能を
受入れの上、 当該事件を修

習対象から除外する。申込

時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと
き（」、 同様とする。
②英語の読解力があるこ
ル
ー

英語を読むのに苦

になら左い程度の

語学力があること

の証明する書類

大阪市北区豊崎3-2-1

淀川5番館7階
担当：岡111存夫弁護
士

TEL:06-6374-6357

H時：

2月7日午前l()時

場所：

事務所受付

伽陛
ダbb,

渉
外

2607

渉外事務所

修習
(火|仮）

弁護士法人御

堂筋法律事務
所「

2月7日（月）～2

月18日（金）

(2週間）

I

いわゆる 「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する

ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争

中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込

時に修習生の就職予定事務

所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、 I司様とす-る。

②英検準1級穐度、
TOEFL(iBT)85点以上又は

1.()EIC780点以上の語学力を
有すること

英検準1級程度、
TOEFL (iBT) 85

一
勺
５
曲

１
戸
卜
汕

以上又はTOEIC780

点以上の学力を有
することを証明す

る書類

大阪市中央区南船場
4－3-11

大阪豊田ビル

担当：村上拓弁護士
TEL :06-6251-7266

日時：

2月7日午前l()時

場所：

事務所受付

有



A-16

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※－部プログラム
のみ配戴）

渉
外

2608

渉外覗務所

修習

(大阪）

弁護士法人淀

屋橋・山上合
同

2月7日（月）～2

月18日（金）

(2週間）

I

いわゆる I渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接す-る

ことを主眼とした修習（英米
法関係・中国語法関係）

①当事務所が、修習生の就職

予定事務所・企業と係争中の

ときは、 当該修習生は受け入

れない《 なお、受入れ内定以

降に、上記係争嚇件が発生し

たときは、当該修習生を受入

れの上、当該Jf件は修習対象

から除外する“受入れ内定時
に、修習生の就職予定事務所

等が未定で、その後Iこ決定し

た就職先と係争中のときも同
様とし、 当該修習生を受入れ

の上、当該班件は修習対象か

ら除外する“

②HSK(新)6級かつ
T()EFL100/120程ﾉ篭の学力を有

する者。若しくはそれに達し

ないが、相当の語学力があ
り、又はそれに代わる能力．

意欲がある者

なし

大阪市中央区平野町
'1－2－3

オービック御堂筋ビ
'し9階

担当：仲井晃弁灘

1,EL :06-6202-3355

日時：

2月7日午前10時

場所：

事務所受付

無

渉
外 2609

雛外事務所

修習
(大|坂）

法円坂法律事

務所

2月14日（月）～

2月25日（金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁謹

士業務及び事件処理に接する

ことを主眼とした修習（中国
法関係）

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争

中のときは、当該修習生を

受入れの上、 当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務

所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。

②中国語で日常会話ができ
る程度の語学力があるこ
と

なし

大|坂市中央区農人橋
2－1－30

谷町八木ビル9階

担当：中島宏治弁護
士

TEL :06-6944-1271

日時：

2月14日午前10時

場所：

事務所受付

無



A-17

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記敏）

渉
外

2610

渉外事務所

修習

(大阪）

北浜法律事務

所・外国法共

|司事業

2月14日（月）～

2月25日（金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英語
案件）

①当事務所が、修習生の就
職子･定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと
きも、同様とする。

②TOEFL(iBT)85点以上又は
TOEIC780点以上の語学力を

有すること。

TOEFL (iBT) 85点

以上又はTOEIC780

点以上の学力を有

することを証明す

る書類

大阪市'1]央区北浜1－
8-16

大阪証券取引所ビル

担当：児玉実史弁護
士

TEL:06-6202-1088

日時：

2月14日午前10時

場所：

事務所受付

J壬

伺

渉
外 2611

渉外事務所
修習

(大阪）

弁護士法人オ
ﾉレビス

2月21日（月）～

3月4日（金）

(2週間）

ウ
ー

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（韓国
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決
定した就職先と係争中のと
きも、同様とする．

②韓国関係の渉外に関心が
あること ◎

なし

大阪市中央区南船場
l-16-10

大阪岡本ビル5階

担当：表薫弁護士
TEL: 06-6264-1976

日時：

2月21日午前10時

場所：

事務所受付

鉦圧
jE，､



A-18

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※－部プログラム
のみ配賦）

渉
外 2612

渉外事務所

修習

(大阪）

己

岡田春夫綜合

法律事務所

2月21日（月）～

3月4日（金）

(2週間）

2

いわゆる 「渉外事件jを扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を

受入れの上、当該事件を修

習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務

所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。

②英語の読解力があるこ
レ
ー

英語を読むのに苦

にならない程度の
語学力があること

の証明する書類

大阪市北区豊崎3-2-1

淀川5番館7階

担当：岡田春夫弁護
士

TEI" : 06-6374-6357

日時：

2月21日午前10時

場所：

事務所受付

蝋正
j，､､

渉
外 2613

渉外事務所

修習

(大阪）

弁護士法人御

堂筋法律事務

所

2月21日（月）～

3月4日（金）

(2週間）

I

いわゆる「渉外事件」を扱う
法律事務所での日常的な弁護
士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争
中のときは、当該修習生を
受入れの上、当該事件を修
習対象から除外する。申込

時に修習生の就職予定事務

所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、同様とする。

②英検準1級程度、

TOEFL(iBT)85点以上又は

TOEIC780点以上の語学力を

有すること。

英検準1級程度、

TOEFL (iBT) 85 占』b,､

以上又はTOEIC780

点以上の学力を有

することを証明す

る書類

大阪市中央区南船場
4－3-11

大阪豊田ビル

担当：松田祐人弁護
士

TEL: 06-6251-7266

日時：

2月21日午前10時

場所：

事務所受付

有



片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記餓）

プログラム
名

募集
人数

提
書

その他(内容等
の照会先など）

開始臼の ｜
集合日時場所’

出
類

コード 場 所 修習内容 募集条件期 間

■ ■

－F－一一一一一一ーー

ｌ
ｐ

ｐ
Ｐ
ｈ
Ｌ
Ｄ
ｒ
ｈ
ｌ
Ｌ
８
ｂ
■
■
■
０
１
１
？
０
１
１
１
１
１

Ｉ |I
‐…高 職

n 日

大
規
模

琴篭 奮ゞ
も匙 ，

塁

大規模事務
所修習

§ ■■2614
企
業
法
務

１
－
・
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
Ｈ
■
ｌ
■
ｌ
■
■
０
１
■
■
■
Ⅱ
■ ’I

大
規
模

’’
大規模事務

所修習

－

f_ .□2615 悪
企
業
法
務

2審．

A-19

８
口識
》
鍔
謹

紬
一

鰹

ま

琿冤 課

灘謹巍蕊
煙



’ 片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

プログラム
々
ロ

募集
人数

提
書
出
類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

I
『
０
日
■
８
１
１
４
Ⅱ
！
■
‘
■
０
匹

' 二－1’

大
規
模
・
企
業
法
務

D B ロ ﾛ ロ ロ

■■
企業法務修
習 ■2616

■
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恩
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■
■
■
■
■
。
Ⅱ
■
日
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■
・
日
■
１
口
■
■
０
Ⅱ
１

ｘ
Ⅵ
州
Ⅲ
Ⅲ
１
１
Ⅲ
Ⅲ
Ⅷ
Ⅲ
’
’
１
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
１

》

色Ｉ ！
Ｊ

１

ｊ

ｋ

ｌ

‐

１

１

１

１

Ｉ

Ｊ

Ｉ

‐

仙

皿

牌

Ⅱ

Ｊ

１

ｊ

ｋ

ｌ

‐

１

１

１

１

Ｉ

Ｊ

Ｉ

‐

仙

皿

牌

Ⅱ

弓

、
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大
規
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法
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大規模事務
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□Z
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片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

プログラム
名

募集
人数

開始日の
集合日時，場所

提
書

その他(内容等
の照会先など）

出
渠

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件
U

ﾛ ﾛ

1 1 1

｜
‐
Ｉ
‐
Ｉ

’

Ｊ

１

１

１

１

ｄ

■

８
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‐
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Ｉ
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Ｉ
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ｂ

ｒ

ｌ

口

＝認奉蕃認1悪タマ‘→

翌

’儲る

大
規
模
・
企
業
法
務

大規模事務
所修習 |~一‐ I■ ■2618

唾

ﾛ ﾛ ■

’ ’
大
規
模
・
企
業
法
務

卜

､

企業法務修
習

ｒ
ｌ
１■ ■2619
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片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配舷）

プログラム
名

募集
人数

提
書

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

出
類

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁謹等|淵連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
■その他

【事務所の特色】
・司法ソーシャルワーク

・行政や福祉関係機関への滞在

型・訪問型連携活動への同行，出
張相談
・ケース会議への同席
・成年後見等業務活動への同行
・事例検討勉強会への参加

＊新型コロナウィルスの感染状況
によっては参加・同行ができない
場合がある。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課
電話：’

集合日時：2月28
日（月）午前10時①法テラス東京を

希望した理由

②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚程
度にまとめて提出
してください。

法テラス東京

法テラス東京

霞が関分室

法テラス東京
法律事務所

法
テ
ラ
ス

法テラス大

規模型事務
所修習

2月28日（月）～

3月41ヨ（金）
(1週間）

集合場所：法テラ
ス東京会議室
(新宿区西新宿1－
24-1 エステッ

ク情報ビル13F)

262(） なし1 無

【受入決定以降の連

絡先】
担当者：法テラス東
京総務課

■■■
電話:■■■■■
ﾛ■■

■常勤弁謹士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁謹等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他（
）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:IL －』｜

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス埼

玉法律事務所
弁護士'一‐ －－ J｜

電話：0503383-
5376

集合日時：受入決
定期間初日午前9
時30分

①2月21日（月）
～2月25日（金）

②2月28日（月）
～3月4日（金）

（祝日除く1週

間）
※希望する期

間を応募書類
に記載してく

ださい。

集合場所；法テラ
ス埼玉法律事務所
(さいたま市浦和
区高砂3-17-15

さいたま商工会議
所会館6F)

※受入期間決定
後，必ず法テラス

埼玉法律事務所に
連絡を入れ，決定
期間を自身で確認
してください。

①自己紹介
②法テラス埼玉法
律事務所で何を学
びたいか。
以上をA4判1枚程
度にまとめて提出
してください。

法
テ
ラ
ス

法テラス中

規模型事務
所修習

【事務所の特色】
法テラス埼玉法律事務所で
は、一般民事事件，家事事
件，成年後見事件，債務整理
事件．刑事事件等を扱ってい
ます。また，福祉関係の支援
者らとネットワーク
を椛築するなどして司法アク
セスの解消を目指し，出張相
談やケース会議への参加にも
積極的に取り組んでいます。

法テラス埼玉 各1名 なし2621 鉦圧

A-22



A-23

コード
プログラム
名

堪 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ配敏）

法
テ
ラ
ス

26

法テラス扶

助・国選型
事務所修習

法テラス熊谷
法律事務所

2月2日（水）
～

2月15日（火）

(土日祝日除く

2週間）

1

四常勤弁謹lfの法律事務

回情報提供業務

国民事法律扶助業務

回国選弁謹擦関連業務
口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
家事や債務確理を中心に，成

年後見等，刑事な

り扱っていま1－．

ど幅広く取

高齢者・障

がい者の権利擁謹を目的とし
て

や

医擦・稲祉機関との連携

出張法律相談にも力を入

れています“

なし

①自己紹介

②法テラス熊谷を
希望する理由

③法テラス熊谷で
学びたいこと

以上をA4版1枚程
度にまとめて提出

してください。

【受入決定前の連絡
先，問い合わせ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定後の連絡
先】
担当者：法テラス熊

谷法律事務所

弁謹l1

■■■■■
電話： ()5()3383-
5380

集合日時： 2月2日．
(水)午前9時30分

集合場所：法テラ

ス熊谷法律事務所

(熊谷市筑波3-195

熊谷駅前ビル7階）

※受入決定後，必

ず法テラス熊谷法

律事務所に連絡を

入れ，決定期間を

確認してくださ

い◎

有

法
テ
ラ
ス

2623

法テラス!'’

規模型事務

所修習

法テラス千葉

法律事務所

2月l4IH(月）
～

2月181｣(金）

(1週間）

1

■常勤弁護l:の法律事務
口情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
取扱事件は， ‐ ･般民事事件，
家事事件(離婚・成年後見

等) ，債務整理事件，刑事事

件，犯罪被害者支援事件など
多岐にわたります“出張相談

も多く実施しています。

なし

①自i_L紹介

②法テラス千葉法
律事務所で何を学

びたいか

以上をA4f111枚程

度にまとめて提出

してください。

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降連絡
先】
担当者：法テラス千

葉法律事務所弁識

士■■■■■■
電話： ()5()3383-
0000

集合日時： 2月14

日（月）午前10時

集合場所：千葉市

中央区中央3-3-8
日進センタービル

5階

法テラス千葉法律
事務所

有



A-24

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※－部プログラム
のみ記鮫）

法
テ
ラ
ス

2624

法テラス中

規模型事務

所修習

法テラス茨城

法律事務所

法テラス茨城

以下のうち

いずれか1週間

①2月14H(月）

～2月18日（金）

②3月7日（月）
～3月11日（金）

※希望する期

間も申込書に

記載して<だ

さい。

l～3

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務

■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
民事法律扶助・国選弁護事件

を中心としながら， 自治体等
の福祉の関係機関と連携し
て，高齢者及び障がい者への

法的サービスの提供を試みて

いる 。

なし

応募理由をA4用

紙1枚以内で提出

すること

【受入決定前の連絡
先，問い合わせ】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電高

【受入決定以降の連
絡先】
担当者法テラス茨
城法律事務所
弁護士■■■■■■
電話0503383-5389

集合日時：受入決

定期間の初日午前
10時

集合場所：法テラ

ス茨城法律事務所
(茨城県水戸市大

町3-4-36大町ビ

ル3階）

※受入決定後，必

ず法テラス茨城法

律事務所に連絡を
入れ，決定期間を
自身で確認してく

ださい。

有

法
テ
ラ
ス

2625

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス栃木

2月14旧（月）～

2月18日（金）

(1週間）

l～3

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務

函民事法律扶助業務

四国選弁護等関連業務

図犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他（
）

【事務所の特色】
本所併設の当法律事務所のほ

かには県内に法テラスの法律

事務所が存在せず， 当事務所
の常勤弁護士が県内全域の需

要に対応している。福祉関係

機関との連携を重視し，成年

後見事件やそれに関連しての

債務整理事件等を多く扱っ-て
いる ･

なし
応募理由をA4判1

枚以内で提出する
こと

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■田

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス栃

木法律事務所

■■
弁護咽

電話：0503383-
0512

受入決定期間の初

日午前10時

集合場所：法テラ

ス栃木法律事務所

(宇都宮市本町4－

15宇都宮NIビル
2F)

※受入決定後，必

ず法テラス栃木法

律事務所に連絡を

入れ，決定期間を

自身で確認してく

ださい。

無



A-25

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

法
テ
ラ
ス

26

法テラス小

規模型蛎務

所修習

法テラス群馬

法嘩事務所

2月1･1 1_1 (月）～

2月18II(ft)

(l週間）

○
“
〕
］

■常勤弁誕士の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁謹等関連業務
■犯罪被'諜者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所”特色】
群馬県前橋市に股置された本

所併設型の法律事務所です。

なし

応募理由をAjl判1
枚以内で提出する
一ル
ーー

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
調
坏

電話:

【受入決定以降の連

絡先】

担当者:一
電話： 0503383-
0513

集合日時： 2）1 1 .1

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス群馬法律事務所

有

法
テ
ラ
ス

2627

法テラス中

規模型事務

所修習

法テラス静岡

法律事務所

2月14｢1 (月）～

2月181J(fr)

(1週間）

B班

A班

通じ
て

1人

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
■その他(いわゆる司法

ソーシャルワーク）

【事務所の特色】
オーゾド､ソクスな都市型事務

所

なし

①自己紹介

②応募理111

③法テラス静岡法
律事務所で何を学

びたいか．

以上をA4判2～3

枚程度にまとめて

提出してくださ

いc

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
理
不

《
二
【
脾

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連

絡先】

担当者：弁護士■

電話： ()503383-
5404

集合日時： 2月14

日（月）午前9時3(）
分

集合場所：法テラ

ス静岡法律事務所

無



A-26

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫〉

法
テ
ラ
ス

2628

法テラス小

規模型事務

所修習
法テラス沼津

2月7日（月）～2

月10日（木）

(4日間）

1

■常勤弁護士の法律事務
図情報提供業務

図民事法律扶助業務
囚国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
福祉関係機関(地域包括支援セ
ンター， 自立相談支援機関等）
との連携を中心とした司法SW

活動を行っている‘，

なし

①自己紹介

②法テラス沼津
を希望する理由

以上をA4判1枚程

度にまとめて提出

してください。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス沼

津法律事務所弁護

士■■■■■
電話：0503383-
5407

日時22月7日（月）

午前10時

場所：法テラス沼

津法律事務所

(沼津市三園町1
-11)

※初日の集合時

間，場所は，受入
決定後，法テラス

沼津法律事務所に

連絡を入れて確認

してください。

孔圧
‘､，､

法
テ
ラ
ス

2629

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス浜松

2月14R(月）～

2月18日（金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
浜松周辺地域は外国人が多
<居住しており，外国人に関

する案件も扱っている。その
他，地域包括支援センター，
行政の福祉課との連携を強化
している 、

なし

応募理由(何故，
法テラス浜松での

修習を希望するの

か)をA4判2枚以
内で提出すること

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス浜

松法律事務所

■■■■
弁護士

電話：0503383-
5408

集合日時：2月14

日（月）午前10時

集合場所：法テラ
ス浜松法律事務所

受入れ決定後，法
テラス浜松法律事

務所に連絡を入れ
て，集合時間，場

所等を確認するよ
うにしてくださ
い

．

盗圧
4&､、



A-27

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※－部プログラム
のみ配鮫）

法
テ
ラ
ス

2630

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス下田

法律事務所

2月14日（月）～

2月1811(金）

(1週間）

1

図常勤弁謹-l寺の法律事務

口情報提供業務

回民事法律扶助業務

困国選弁謹騨関連業務

■犯罪被害行支援業務

■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
弁護士6人の地域にある事務所

です。成年後見辨件を含む

様々な事件を抱えています。
福祉機関との連佛に積極的に

取り組んでいます。

なし

①自己紹介

②法テラス下田を
希望した理由

③修習で何を学び
たいか

をA41判1枚程度に

まとめて提出して

ください“

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス下

田法律事務所

弁護士■■■■■
電話：0503383-
002‘1

集合日時： 2月14

日（月）午前9時30

分

集合場所：法テラ

ス下田法律事務所

(静岡県下田市東

本郷1-1-10バール

ビル3F)

有

法
テ
ラ
ス

2631

法テラス大

規模型蛎務

所修習

法テラス大阪

法テラス大阪

法律事務所

常勤弁護士養

成事務所

2月14H(月）～

2月1811(fir)

(l週間）

3

■常勤弁護士の法律事務

(養成中のスタッフ弁護士の業
務見学を含む。 ）

■情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁謹等関連業務

■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務

□その他（
）

※座学が中心となります なし

①法テラス大阪で
の修習を希望した

理由“

②この研修で何を

学びたいか．

上記2点をA"1判’

枚程度にまとめて

提出すること。

【受入決定前の辿絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:

【受入決定以降の沌
絡先】

担当者：総務課■
■■■■
電

■■
話:■■■■■

集合日時： 2月14

日（月）9時10分

集合場所：法テラ

ス大阪

(大阪市北区西天

満1-12-5

大阪弁護士会館地

下1階）

短医
Jもb,



A-28

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の破定時期の

目安※－部プログラム
のみ配較）

法
テ
ラ
ス

2632

法テラス中

規模型事務
所修習

法テラス兵庫

法テラス兵庫

法律事務所

2j1ル1日（月）～

2月18日（金）

(1週間）

！

■常勤弁謹士の法律事務

口情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁識等関連業務

■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
[jその仙

【事務所的特色】
主に常勤弁護士の法維事務を見

ていただきます．
令和2"10月12日に開所したぱ

かりゾ)法テラスの法律ｷ；務所で

す”

離婚聯件，高齢者・障がい者の

案件が多く，出張相談に出る機会

も多くあります。また，刑事事件
も一定数抱えています‘

都『肘部における司法7"クセス輝
害の解消のためにどのような活動

ができるかという問題に取り組ん

でいます．

なし

応募理由を記した

自己紹介(書式自
由，履歴書可）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:一

【受入決定以降の連

絡先】
担当者：法テラス兵

庫法律事務所

弁護士■
■■■■■
電話： ()503383-
0466

集合日時：受入決
定期間の初H9時

30分

集合場所：法テラ

ス兵庫法律事務所
(神戸市中央区東

川崎町1-1-3
神戸クリスタルタ

ワー12F)

※受入決定後，必

ず法テラス兵庫法

律事務所に連絡を
入れ，決定期間を

自身で確認してく

ださい

懸彊
｡もも、

法
テ
ラ
ス

2633
●

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス阪神

法律事務所

2):1 14H(月）～

2月18日（金）

(1週間）

1

国常勤弁護上の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務

□その他

し ．

①自己紹介
②法テラス阪神法
律事務所を応募し

た理由

以上をA4判l枚以
内で提出すること

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護-k総合企画

課

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連

絡先】

担当者：弁護士■
■■■
電話: 0503381-
1395

集合日時: 2)114

日（月）午前10時

集合場所：法テラ
ス阪神法律事務所

(兵庫県尼崎市上
松町1-2-1ブェス

タ立花北館5階）

1Hf
ぴ1口､



A-29

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
惨習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など〉

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

2634

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス奈良

法律事務所

2月14日（月）～

2月18H(金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

■その他(関連機関との連携活

動等）

【事務所の特色】
奈良市中心部にある龍務所
で，奈良公園，興福寺などの
観光名所も近くにあります。
業務内容としては，刑事事
件，成年後見等事件，個人の
民事・家事事件が中心で，①

福祉機関から持ち込まれる相
談が多いこと，②元被疑者・
被告人，出所者の支援に取り

組んでいることが特徴です。
ご応募をお待ちしておりま
す C

なし
自己紹介(A4, 1
枚程度）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
調
嘩

電話：

【受入決定以降の連
絡先】

担当者：弁護士

■
圏

電話：0503383-
0514

集合日時： 2月14

日（月）午前9時30

分

集合場所：法テラ

ス奈良法律事務所

(奈良市高天町38-

3近鉄高天ビル4

階）

有

法
テ
ラ
ス

2635

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス福井

法律事務所

2月7日（月）～2

月10日（木）

(4日間）

1

図常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
弁護士1名，事務局1名(男性）
の本所併設型の法律事務所で

す

なし

志望理由害(A4,

1頁以内，氏名記
入，書式自由で以
下の2項目の記載

必須）

①実務修習中に経
験した事件の種

類・件数

②選択型実務修習
中に経験したい事

件の種類(複数回
答可）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:!■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：■■■■■
電話：0503383-
5476

集合日時：2月7日

（月）午前1O時

集合場所：法テラ

ス福井法律事務所

有



A-30

コード
プログラム
名

塙 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ妃戴）

法
チ
ラ
ス

2636

法テラス過
疎地型事務

所修習

法テラス魚津

法維事務所

2月Ll｢I (11)~

2月1811 (金）

(I週間）

1

国常勤弁護士の法律事務

困情報提供業務

四民事法律扶助業務

■国選弁謹等関連業務

口犯罪被害者支援業務

固司法過疎対策裟務

□その他

【事務所の特色】
○管内弁謹-t"6名

○成年後見等も含め家事事件

が多い，

○福祉関係者との連携に取組
中 ひ

し

応募理I|Iを記した
自己紹介(苫式自

由，履歴謀可）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:

【受入決定以降の連
絡先】

担当者:■■■■■■
電話:0503383-0030

集合日時： 2月卜I

H(月）午前10時

集合場所：法テラ

ス魚津法律事務所

有

法
テ
ラ
ス

2637

法テラス中

規模型辨務

所修習

法テラス広島

2月7日（月）～2

月10H(*)

(4日間）

旬
】

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁謹等関連業務
国犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
都市部における司法アクセス

の充実に取り組んでいます。

関係磯関と連挽し， 高齢者．

障がい者， 生活困窮者を支援

することが多いです。

なし

①履歴稗

②応募理由苔A
4版1枚程度

都市部における社

会的弱荷iこ対する

法的サービスに関

する見解を，応募
理由書の中で述べ

てください。

【受入決定前の述絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:

【受入決定以降の連
絡先】

担当者:ﾛ■■■■
電話:0503381-
1397

集合日時： 2月7日

（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス広島法律事務所

(広島市中区八丁

堀2-31広島鴻池ビ

ル6階）

1旺
〃b,､



A-31

コード
プログラム
名

喝 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配敏）

法
テ
ラ
ス

2638

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス壱岐
法律事務所

次の期間中の1
週間(土日祝日

除く）

2月7H(月）～3

月1 1日（金）

※希望する期

間を申込書に

記救して<だ

さい。

1

圃常勤弁謹士の法律蛎務

画情報提供業務

圃民事法律扶助業務

函国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務
回司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】

事件は，家事事件と．債務整

理，国避事件が中心です。過

疎地の現状を学びたい人はぜ

ひお越しください｡

なし

応募理由を記した
自己紹介(書式ド1

由，履歴書可）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁謹士総合企画

課

電話:

【受入決定以降の連

絡先】
担当者：法テラス壱

岐法律事務所

■■■■
弁護士

電話： 0503383-

5517

集合日時：受入決
定期間の初日午前

10時

集合場所：法テラ

ス壱岐法律事務所

(長崎県壱岐『li郷
ノ浦町郷ノ浦174
吉田ビル3階）

※受入期間決定

後，必ず法テラス

壱岐法律事務所に
連絡を入れ，決定

期間を自身で確認
し-てください“

協睡
のCも、

法
テ
ラ
ス

2639

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス五島

法俳事務所

次の日程のう

t),いずれか1
一つ

①2月14日（月）

～2月18日（金）

②2月28日（月）
～311'1日（金）

(1週間）

※希望する期

間を申込書に

記栽してくだ

さい§

各1名

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁謹等関連業務

口犯罪被害者支援業務

図司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
･多数かつ多様な法律相談，
受任事{'|：

・自沽体等との関係が密

･五‘烏列島全域が対象

なし

応募理由書(書式
自由）

※自己紹介，法テ

ラス五島法律事務

所を希望した理1I1

に触れてくださ

いc

【受入決定前の連絡

脂，問合せ先】

ﾖ本司法支援セン
グー

常勤弁護士総合企画
田
本

菖話:

【受入決定以降の連
各先】
旦当者：

■■
逼
)516

弁護士餌

話： 05()3383-

集合日時：各l l程

初日午前10Mf

集合場所：法テラ

ス五島法律郡務所

(長崎県五島ili池

1I1町2-20)

有



A-32

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片適50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配載）

法
テ
ラ
ス

264(）

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス対馬

法律事務所

以下のう十>，

いずれか2週間

(上日祝Iこ'除

〈）

①2月7u(月）
~2jl l811(･<h)

②2月21H(月）
～3月4旧（金）

※希望する期

間を応蝶番類
に記載し-てく

ださい．

1

因常勤弁瀧士の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁謹等関連業務

口犯罪被害者支援業務

■司法過疎対策業務

田その他 （刑-i1f・民事・家事
事件の全てに対応。島内出張

相談，関係機関訪問等，活動

多岐。原
担当弁護

則として，修習生は

上の全ての業務に同
行します。 ）

【事務所の特色】
弁護士1名，珈務局2名の多忙
な事務所。裕度の濃い有意義

な修習になると思います~。

離島での弁護士活動に興味

をもち， 自ら蹟極的に学ぽ

うと-ｵｰる‘懲欲があること。

志望理由書・A

4･ 1～2枚程度

(①自己紹介，②
当プログラムに応

募した理由，③プ
ログラムで学びた

いこと等）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企幽i

課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：弁護士

■■■■
ﾛ■

電話；050“83-
0517

集合日時：受入期

間の初日の午前9

H*10分

集合場所：法テラ

ス対馬法律事務所

(長崎県対馬市厳

原町中村606-3お

おたピル3階）

※受入決定後，必
ず法テラス対馬法

律事務所に連絡を

入れ，担当弁護士

と話をしてくださ

い。修習の持ち物

等について連絡が

あります。

有

法
テ
ラ
ス

41

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス平戸

法律事務所

2月28H(jl )~

3月4日（金）

(l週間）

1

■常勤弁謹士の法律事務
口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁謹等関連業務

口犯罪被害者支援業務

■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
｢陸路で行ける日本最西端」
がある平戸市内の事務所で
す C

海に近いです｡

なし
自己紹介文

(A4 1枚以内）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
田
衣

一
軍
風

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連

絡先】
担当者：法テラス平

戸法律事務所

弁護士■■■■
電話： ()503383-
0468

集合日時：2月28

日（月）午前9時30

分

集合場所：法テラ

ス平戸法律事務所

有



A-33

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時．場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ記軟）

法
テ
ラ
ス

2642

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス雲仙

法律事務所

2月14IH(月）～

2j125日（金）

(土日祝日除く

2週間）

1

回常勤弁謹士の法律蛎務

口情報提供業務

函民事法律扶助業務

■国選弁謹等関連業務

口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
当事務所は雲仙岳西麓の温泉

街に＃〕ります，事件数・穂類

ともに多く， とくに後見事件

の受任件数が多いです｡ま

た，触法隙がい者の支援に取

り組む社会福祉法人との連携
事実もあります。

なし

①自己紹介
②法テラス雲仙法

律事務所での修習
を希望する理由

以上をA4判1枚程

度にまとめて提出

してください。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者：法テラス雲

仙法律事務所弁護

士
電卿
5324

3－

集合日時： 2月14
H(月）午前9時3(）

集合場所：法テラ

ス雲仙法律事務所
(長崎県雲仙市小
浜町北本町14番地

雲仙市小浜総合文

所3階）
※令和3年末に事

務所移転の予定が

あり，変更する可
能性がある

有

法
テ
ラ
ス

2643

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス奄美

法律事務所

2月7日（月）～2

月l()日（木）

(4l日間）

1

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

■司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
法律相談の申し込みが多く，
相談内容から離島ならではの

問題・課題について考えさせ

られることが多いです”

真箪な学習姿勢
応募理由を記した

自己紹介(書式R
由，履歴書可）

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
雪田
皿ボ

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス奄

美法律事務所弁護
士 ■■■■
電話：0503383-
0028

集合日時： 2月7日

（月）午前9時30分

集合場所：法テラ

ス奄美法律事務所

有



A-34

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等

の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ紀載）

法
テ
ラ
ス

2644

法テラス'1，

規模型事務

所修習

法テラス宮崎

2月7日（月） ～

2月10日（水）

(4日間）

○
と

■常勤弁護1亨の法律事務

図情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁謹等関連業務

■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
司法ソーシャルワークに力を

入れています。

なし

応募理曲を記した

白【_』紹介(書式自

由，職歴菩可）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
印
承
量
、

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者:■■■■■■
電話: 0503381-
1399

集合日時鷺2月7冊

（月）午前9時

集合場所：法

ス宮崎

一

~フ

鶏f
4も、、

法
テ
ラ
ス

2645

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス延岡

法律事務所

2月14日（月）～

2月181](金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁護等関連業務

口犯罪被審者支援業務

■司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】

高齢のため外出できない方や

最寄りの法律事務所まで相談
に出向くことが困難な方の事

件が業務の中心となっていま
寸一

識 L〕

なし

応募理由を記した

自己紹介(書式自

由、履歴書可）

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企l血i
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

者:■■■■■
電話： 0503383-
052(）

集合日時： 2月l‘1
日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス延岡法律事務所

(延岡市祇園町1－

2-7UMK祇園ビル

2F)

有



A-35

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配餓）

法
テ
ラ
ス

2646

法テラス小

規模型事務

所修習
法テラス沖縄

31171｣(月）～3

月11日（金）

(l週間）

⑪
↑
》

■常勤弁護士の法律蛎務

■情報提供業務

国民事法律扶助業務
回国選弁推等関連業務

口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務

□その他

なし
応募理由をA4l版1
枚以内に記載して

提州．

受入決定前の連絡

問合せ先】
本司法支援セン
ー

勤弁謹上総合企画

話:■■■■■■■

受入決定以降の連
先】
当者：法テラス沖
法律事務所弁護士

■■■

31

話： 0503383-

集合日時: 3)1711

（月）午前9時3()分

集合場所：法テラ

ス沖縄法律事務所

1雁
"｡、、

法
テ
ラ
ス

2647

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス宮古

島法律事務所

2月7旧（月）～2

)118日（金）

(土日祝日除く

2週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁謹等関連業務

口犯罪被害者支援業務

■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
当事務所は， 日本最南端の法
テラスであり，過疎型事務所

の中でも離島に所在する事務
所です。

し

①自己紹介

②希望理由
③学びたいIﾉ､l容
以上をA4判2枚程

腱にまとめて提出

して「さい‐

受入決定前の連絡

問合せ先】

本司法支援セン
一

勤弁護士総合企画

I■■■■

受入れ決定以降の

絡先】
当者：注テラス宮

島法律事務所

■
感
'01

弁護士■

05()3383-

集合日時：2月7日
（月）午前9時

集合場所：法チラ

ス宮古島法律蛎務

所(沖縄県宮古烏
ili平良字西里1125

番地宮古合同庁舎

1階）

1旺
"もQn



片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※－部プログラム
のみ配蔵）

プログラム
名

募集
人数

提
書

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

出
類

コード 場 所 修習内容期 間 募集条件

■常勤弁謹士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁誰等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
■その他

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話: |L－－

【受入決定以降の連
絡先】

置者§■■■
電話：0503383-
5549

自己紹介と志望理

由を記載した書面

(書式自由, A4用

紙1枚程度)。
何を見たいか．学
びたいのかを記赦

してください。

集合日時：2月21

日（月）午前9時30
分

法
テ
ラ
ス

2月21日（月）～

2月25日（金）

(祝日除く1週

間）

法テラス小

規模型事務
所修習

【事務所の特色】
病院と情報提供協定を締結し
ている。

法テラス秋田
法律事務所

2648 なし1 有

集合場所：法テラ
ス秋田法律事務所

■常勤弁謹士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【受入決定前の連絡
先、問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話: I I

集合日時：2月14
日（月）午前10時

法
テ
ラ
ス

法テラス過

疎地型事務

所修習

2月14日（月）～

2月18日（金）
(1週間）

応募理由を記した
自己紹介(書式自
由，履歴書可）

【事務所の特色】
当事務所は司法過疎地対応
の事務所です。市役所の福祉
担当部門，地域包括支援セン
ター及び社会福祉協誌会など
と連携して事案に対応してい
ます。法律相談や事件の受
任・対応以外にも地域の成年
後見制度の普及や制度化，貧
困対策等にも関わっていま
す。

法テラス鹿角
法律事務所

集合場所：法テラ

ス鹿角(秋田県鹿
角市花輪字下花輪
50鹿角市福祉保
健センター2F)

2649 なし2 有
【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス鹿
角法律事務所

弁護士■
■■■
電話：0503383-
1416

A-36



A-37

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

<移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

法
テ
ラ
ス

5(）

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラスむつ

法律事務所

以下のうち，

いずれか1週間

①2月7日(月）
～2月10日（木）

②2月1･1H(月）

～2月18日（金）

希望する期間

を応募書類に
記載してくだ

ｕ

ｃ
１

９
１
吋

一

ご

1

■常勤弁護士の法俸事務

口情銀提供業務

口民L1＃法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
債務確理をはじy),多様な事
件を取り扱っています。
周辺市町村祉協と連携があ
り 両l法ソーシャルワークに

もﾉを入れていますゼ

雄し

①当事務所を希望
した理由

②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚程

度にまとめて提出

してください。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
H本司怯支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
法テラスむつ法律事

務所

弁護士■■■■■
■
(担当事務:■■）
電話：0503383-0067

集合日時：研修初

日午前10時

集合場所：法テラ

スむつ法律事務所
〒035-0073

青森県むつ市中央
1－5－1

有

法
テ
ラ
ス

2651

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス鯵ヶ

沢法律事務所

以下のうち

いずれか1週間
(土日祝を除

く）

①2月3日（木）

～2月9日（水）

②2月10日（木）
～2月l6日（水）

1

国常勤弁誰上の法律事務

口情報提供業務
口民蛎法律扶助業祷

口国選弁謹等関連業務
口犯罪被害者支援業務

■古l法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
高齢者・障害者の方への支援
に関する業務も比較的多いで
す

なし

応募理由を記した

自己紹介(A4用紙

1枚程度で書式自

由又は市販の履歴

書でも可）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者:■■■■■
電話： 0503383-
8369

集合日時：受入決
定期間の初I]午前
10時

集合場所：法テラ
ス鯵ヶ沢法律事務

所(青森県西津軽
郡鰺ヶ沢町大字舞

戸町字後家屋敷9
番地4鯵ヶ沢町総
合保健福祉セン

ター内）

※受入決定後，必

ず法テラス鯵ヶ沢

法律事務所に連絡
を入れ，決定期間
を自身で確認して

ください

有



A-38

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，増所

片遊50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※－部プログラム
のみ配敏）

法
テ
ラ
ス

26

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス函館

以~1ぐのうち，

いずれか1週間

①2月l4日（月）

～2月18日（金）

②2月28日（月）
～3月4日（金）

③3月7日（月）

～3月1111 (金）

※希望する期

間を応募番類
に記載してく

ださい》

1

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
民事法律扶助による民ﾘ事

件・国選刑事蛎件がrl!心”高

齢者・障害者向けの出張棚談

も行っている。

し

応募理由をA4版1
枚以内で提出する
こと

【受入れ決定前】
日本司法支援セン

ター本部

備勤弁謹士総合企画
剛
示
罹
邑

３
，
毛
Ｋ

■■
話:■■■■

【受入れ決定後】
当者：法テラス函

館法律事務所

弁護士■■■■■■

里舌：0503383-5562

集合日時：受入決
定期間の初日午前
9時

集合場所：法テラ

ス函館法律事務所

(函館市若松町6－
7ステーションプ

ラザ函館5階）

無

法
テ
ラ
ス

2653

法テラス過
疎地型事務

所修習

法テラス江差

法律事務所

2月7日（ﾉl)~

2月18日（金）

※土日祝I 1除

く2週間

l～2

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務

口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務

■司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
函館地家裁江差支部管内唯一
の法律事務所で，幅広い事件
類型を取り扱っています。典
型的な司法過疎地域を体験で

きます
一

なし

応募理由を記した

自己紹介(蕎式自

由，履歴書可）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】

日本司法支援セン
々一一

常勤弁瀧士総合企画

課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連

絡先】
担当者：法テラス江

差法律事携所

■■■
弁護士■

電話：0503383-
5563

集合日時： 2月7日

（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス江差(北海道檜
山郡江差町字中歌

町199-5)

有



片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記戟）

プログラム
名

募集
人数

提
書

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

出
類

コード 場 所 修習内容期 間 募集条件

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務
口民事法律扶助業務
■国逓弁謹等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務

□その他

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁誰士総合企画
課

電話：’

集合日時：2月14
日（月）午前9時30
分

法
テ
ラ
ス

法テラス小

規模型事務
所修習

2月14日（月）～
2月18日（金）

(1週間）

応募理由をA4判1
枚以内で提出して
ください。

集合場所？法テラ
ス旭川法律事務所

【事務所の特色】
全国屈指の管轄面積を誇る地
域です。事件によっては遠方
に出かけることもあります。

法テラス旭川
法律事務所

2654 なし
←

月1

【受入決定以降の連

錘碧；
電話：0503383-
5565

※受入決定後， 日
程確認のため上記

事務所までご連絡
ください。

■常勤弁謹士の法律事務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁謹等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【受入決定前の連絡
先問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁謹士総合企画
課

電話:■■■■■
集合日時：2月14
日（月）午前10時

法
テ
ラ
ス

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス徳島
法テラス徳島

法律事務所

2月14日（月）～

2月18日（金）
(1週間）

法テラス徳島および法テラ
ス徳島法律事務所に興味・
関心を持つ司法修習生

応募理由書(A4判

1枚以内)を提出す
ること

【事務所の特色】
小規模事務所で様々な業務を
修習していただけるかと思い
ます。

集合場所：法テラ

ス徳島

(徳島市元町1丁目
24番地

アミコビル3階）

2655
ｒ

■

Ⅱ

■

■

“
1胚

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス徳
島法律事務所

弁護士■
■■■
電話：0503383-
5574

A-39



片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記戴）

ロ ロ p H

プログラム
名

募集
人数

提
書

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

出
類

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁謹等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他（
）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:L －－ 1

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス高
知法律事務所

弁謹士■
■■■
電話：0503383-
5576

集合日時：2月14
日（月）午前10時

①法テラス高知を
希望した理由
②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚程

度にまとめて提出
してください。

法
テ
ラ
ス

法テラス小

規模型事務
所修習

2月14日（月）～

2月18日（金）
（1週間）

法テラス高知
法律事務所

集合場所：法テラ
ス高知法律事務所
(高知市本町4－1

－37丸ノ内ビル
3F)

2656 なし f旺1
【事務所の特色】
刑事事件が多いことが特徴で
関係機関との連桃にも力を入
れています。

旧公設事務所における業務

内容を見学し，地方における
法律事務所の実務を学習す
る。

なし（メールにより自己紹

介・志望動機や見たい内容
を伝えてもらい選出す
る。 ）

※当事務所は，参加希望
者の「選択型実務修習プロ
グラム申込書(全国)」を所
属庁会を通じて受領した
後，同希望者に対しメール
を送って上記自己紹介等を
求めるので，適宜対応して
頂きたい。

なし

’公
設
事
務
所
等

弁護士法人東法律事

務所
(電話0226-25-7234,
メールアドレス：

弁護士法人東

法律事務所
(旧気仙沼
ひまわり基金
法律事務所）

集合日時：開始日
の午前9時
集合場所：弁護士
法人東法律事務所

2月14日（月）～

2月18日（金）
(1週間）

公設事務所
等修習

2657 有1

| ’

A-40



A-41

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ配鮫）

公
設
事
務
所
等

2658
公設事務所

修習

釜石ひまわり

基金法律事務

所

2月28日（I1）～

3月411(金）

(1週間）

1

公設事務所における業務内容
の見学(法fltl:11",出張相談，

裁判，調停への|司席など） ｡

なし し

釜石ひまわ$）基金法

律事務所

(電話0193-21-3344)

2月28日午前10時

釜石ひまわり基金

法律事務所
(岩手県釜石市上

中島町l-2-3RIKO

ビル3階）

有

公
設
事
務
所
等

2659
公設事務所

修習

下田ひまわり

基金法律事務

所

2月l I1I (11)~

2月18II (金）

(l週間）

1

公設事務所における業務内容

を見学し， 司法過疎地におけ

ろ弁護士業務を学習する。

なし 応募理由苫(200文

字程度）

下田ひまわり基金法

律事務所(電話
0558-25-2131)

集合日時:2月14日

（月）午前9時30分
集合場所：下田ひ

まわり基金法律事
務所

有



A-42

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ紀鮫）

"、
一、

事
務
所
等

266(）
公設事務所

修習

相馬ひまわり

墓余法律事務
所

2月lゞ1日（月）～

2月18日（金）

(l週間）

1

公設小:務所における業務内

容を見学し，事件対応，関係
先との連携のあり方，地域に
おける問題への取組み，公設

事務所の意義を学修する．

公設事務所の意義及び各

種制唯，東日本大震災・東

京砿/J福島第一原子力発電

所事故，令和元年台風19号

等の被災地の状況や起きて

いる法律問題について，プ

ログラム開始時までに可能
な限り学修したうえで本プ

ログラムに臨むことができ

る者（プログラム開始当初

に，学修してきた内容を確
認します）

応募理由，取り組
みたいこと

今

■

■

■

ｅ

Ｊ
１

Ｌ
１
４
ｄ

Ｉｆ
○
４
８
Ｊ

仁
一

に学修しておく
》
一

とが必要と考える

具体的事項，希望

する法曹像を記し

た書面（書式自

由）

相馬ひまわり基金法

律事務所
(TEL:024;1-37-

2560）

集合日時: 2}1 14

日午前9時30分

集合場所：相馬ひ

まわり基金法律事

務所

＃・

'円

(プログラム実施

の3週間前）

公
設
躯
務
所
等

2661
公設事務所

等修習

弁謹士法人空
と海そらう

み法律事務所

奄美事務所
(旧ひまわり

基金法律事務

所）

2月14日（月）～

2月18日（金）

(1週間）

1

奄美大島(鹿児島地ﾉ裁判所

名瀬支部管内)にある事務所

(旧ひまわり基金法律事務所）

における業務内容(離蹄間の出

張，裁判所期日，法律相談等）
に携わﾚﾉ ， 司法過疎地域の現

状及びその対策等を修習す
る

･出張で飛行機を利用する

可能性があるため，飛行機
での移動を苦手としないこ

と“

･履歴書

･志望理由書(書

式自由）

･弁護士法人空と海

そらうみ法律事務所

奄美事務所弁護士
菅野浩平(かんのこう

/、い）

電話0997-54-5588

･事務所ホームベー
、ザ

ン

www.soraumi-law・com

集合日時: 2jl l'1

日（月）午前9時

場所：事務所
有



》

ロ
言
、
１
ノ
『
ロ

Ｏ
Ｂ
６

５
’
２

５
５
月

第
１
７

二
一
年

企
ろ
３

研
庶
和

司
く
令

地方裁判所長殿

司法研修所長笠井之彦

選択型実務修習全国プログラムの二次募集について（通知）

標記の全国プログラムにつき， 3月30日付け当職通知「選択型実務修習全国プ

ログラムの募集について」において，募集手続を行っていただいたところですが，

別紙のプログラムについて，二次募集を行いますので，配属庁会の指導連絡委員会

において，配属地において修習する令和2年度（第74期）司法修習生に対し，周

知していただくようお取り計らいください。

~



I

(別紙）

全国プログラム案内

(二次募集用）」

~）

ノ
ダ

ノ



■■■ペ

I
B班|ブ:齢｜ ﾌﾟ ﾛグﾗﾑ名 ｜ 修習場所

プログラム

コード
修習場所プログラム名 ージ

1

大阪地方裁判所第21民事部・第26民事部地裁知的財産訴訟部修習（大阪） B－ ］1504
裁
判
所 ’／I 大阪地方裁判所第21民事部・第26民事部地裁知的財産訴訟部修習（大阪） B－l1505

| 'bub l地裁夫'順加座刷1;訟謝|jl惨筒(太'奴ﾉ|"…銚刊ﾂ｢…』雪宜''号
一一一一届 一一一一一 閏唖一一一一一一一一一ﾛ

四 一一ｴ

Ｉ

’
ｂ
Ｐ
ｒ
Ｊ
一
・
１
Ｆ
。
■
’
１
１
１
Ｆ
一
一
Ⅱ
」
一
Ｐ
。
一
ト
ｂ
９
ｒ
一

知
財

小松法律特許事務所
Ⅲ

１

１

１

■

■

■

Ｕ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ⅱ

Ｏ

Ｉ

Ｉ

Ⅱ

’

１

０

１

１

０

１

■

Ｉ

■

ロ

■

ｌ

Ｌ

１

１

８

７

Ｉ

Ｊ

０

Ｉ

Ａ

Ｉ

Ｂ

Ｉ

０

■

Ｉ

ｌ

Ｑ

Ｉ

Ｉ

ｑ

Ｉ

凸

１

１

８

■

■

■

■

ｌ

■

■

１

１

１

１

ｑ
・
■
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｕ
Ｉ
ｐ
１
Ｉ
Ｕ

。
Ｐ
■
■
ロ
日
Ｂ
ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

B－2知的財産事務所修習（大阪）1602

岡田春夫綜合法律事務所渉外事務所修習（大阪） B－21606

渉
外 渉外事務所修習（大阪） 弁護士法人オルビス B－31608

中本総合法律事務所渉外事務所修習（大阪） B－31613

大
規
慎
・

企
羨
法
務

大規模事務所修習 8－41617

法テラス東京法テラス東京甑が関分室
法テラス東京法津事務所法テラス大規模型事務所修習 B－41620

法テラス中規模型事務所修習 法テラス千葉法律事務所 B－51622

法テラス茨城法律事務所法テラス茨城法テラス中規模型事務所修習 B－51623

法テラス下妻怯律耶務所
法テラス茨城地方耶務所又は法テラス牛久法律辨務所法テラス扶助・国選型事務所修習 B－61624

法
律
事
務
所

法テラス牛久法律事務所法テラス過疎地型事務所修習 B－61625

法
テ
ラ
ス

法テラス群馬法律事務所法テラス小規模型事務所修習 B－71627

。
１
１
１
１
Ｉ

法テラス過疎地型事務所修習 法テラス下田法律事務所 B－71630

法テラス小規模型事務所修習 法テラス阪神法律事務所 B－8'633

lI

Il

11

法テラス福井法律事務所法テラス小規模型事務所修習 B－81636

B-9法テラス中規模型事務所修習 法テラス広島1638

法テラス小規模型事務所修習 法テラス島根法律事務所 B－9

口
1639

法テラス過疎地型事務所修習 法テラス鯵ヶ沢法律事務所1655 B-10

公
設
事
務
所
等

下田ひまわり基金法律事務所公設事務所修習 B－lO1663

’

1

弁謹士法人空と海そらうみ法律事務所陸前商田事
務所（旧ひまわり基金事務所）公設事務所等修習 B-I I1666

l 竜子 I
－＝ 申一一一一一 一一



B班(修習地が東京(立川を含む。 ），横浜． さいたま，千葉大阪，京都，神戸，奈良，大津及び和歌山以外）

B－1

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配戦）

裁
判
所

1504

地裁知的財

産訴訟部修

習

(大阪）

大阪地方裁判

所第21民事

部・第26民

事部

12月13fI (月）

~12月24日

(金）

(2週間）

8

知的財産樅訴訟における審理
の充実促進や判断の正確性担
保のたy)の訴訟運営上(ﾉ)工
夫，裁判所及び当事者の訴訟

活動の在ﾚﾉ方について理解を
深め，併せて表現能ﾉ〕の向上
を図ることを目的とﾏl－る｡

修習内容は，知財部裁判官及

び裁判所調査官による識義，
大阪高城第8民事部（知財集
中部）裁判官による識義， サ
マリー起案・講評，法廷傍
聴， 記録検討等〈

大学・大学院において知財

関係継義の単位を眼得した
者又は司法試験において知

的財産権法を選択した者‘
人数が超過した場合， 司法

試験における知的財産権法
選択背を優先するので，該
当する条件を申込書に記載
すること．

人数が超過 した場合， コー

ド1505へ振り替えることが

あるので，振替えに支障が
ある背は

理由を申

，その旨及びその

込書の余白部分に

簡潔に記載すること。

なし

大阪地方裁判所事務

局総務課庶務第

(■■■■■■
ｲﾝ）

．
〃

係
什
ニ
ダ

12月13日（月）

午前9時20分

大阪地方裁判所班
務局総務課庶務鋪

二係(仮庁舎1階）

紬モ
"､、､

裁
判 1505

地裁知的財

産訴訟部修
羽
口

(大阪）

大阪地方裁判
所第21民事

部・第26民

事部

1月11日（火）～

1月21R(金）

(2週間）

8

知的財産椎訴訟における審理
の充実促進や判断の疋確性担

保のための訴訟運営上の工

夫，裁判所及び当事者の訴訟

活動の在り方について理解を
深め，併せて表現能力の向上

を図ることを目的と＝1-る．

修習内容は，知財部裁判官及
び裁判所調査官による識義，
大阪高裁第8民事部（知財集
中部）裁判官による講義，
マリー起案・講評．

聴，記録険討等。

、
叙

廷傍

サ

大学・大学院において知財

関係織義の単位を取得した
者又は司法試験において知

的財潅権法を選択した者。
人数が超過した場合， 司法

試験における知的財産権法
選択者を優先するので，該
当する条件を申込書に記載
すること

人数が超過した場合， コー
ド1504へ振り替えることが

あるので，振り替えに支障
がある者は， その旨及びそ

の理II1を申込書の余白部分
に簡潔に記載すること。

し

大阪地方裁判所事務

局総務課庶務第二係
( タゞｲﾔﾙ

ｲﾝ）

1月11日（火）
ノ
ー

F前9時20分

大阪地方裁判所事

務局総務課庶務第
皇係(仮庁舎1階）

(班
Jbq,



B-2

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の砿定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

知
財 1602

知的財産事

務所修習
(大阪）

小松法律特許

事務

12ﾉ1 13日（月）
～

12月2&旧（金）

(2週間）

巾

一

いわゆる 「知的財産事件」を
扱う法律辨務所での'二l常的な

弁護上業務及び事件処理に接
することを主眼とした修習

①当甥務所が、修習生の就

職子'定事務所・企業と係争

LI!のときは、 当該修習生を
受入れの上、 当該墾件を修

習対象から除外する『 申込

時に修習生の就職予定事務
所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと
きち、 l司様とする。
②法科大学院において知財
関係織義を受講し、単

李
宗
一

取得した者又は司法試験に

おいて知的財産樅法を選択

した背

知的財産関係講義
の服修証明書

大阪市北区!|'，と島2－
0－ワ
ム今

大阪中之島ビル8階
担当：小松陽一郎弁

護士
1,EL: 06-6221-3355

'三1時：

12月13日午前10時

場所：

辨務所受付

向

渉
外 1606

渉外州:務所

修習

(大阪）

岡、春夫綜合

法律事務所

12月13H(月）
～

12jl2'l日（金）

(2週間）

ワ

】

いわゆる I渉外事件」を扱う

法律事務所でのH常的な弁護
士業務及び事件処理に接する

ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就

職子･定事務所・企業と係争

中のときは、 当該修習生を
受入れの上、 当該事件を修

習対象から除外する。申込
時に修習生の就職予定事務

所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと
きも、同様とする｡

②英語の読解力があるこ
し
ーh

英語を読むのに苦

にならない程度の
語学力があること

の証明する書類

大阪市北区豊崎3-2-1
淀川5番館7階

担当：岡1ll存夫弁護
士

1､EL :06-6374-6357

日時：

12月13日午前l()時

場所：

事務所受付

1砥
」､もも



B－3

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ肥鮫）

赫
外 1608

渉外事務所

修習
(大阪）

弁護-t法人オ
ルビ．ス

～

月131](")

12月2.1日（金）

(2週間）

⑰
告

いわゆる「渉外蛎件」を扱う

法律事務所での日常的な弁護

士業務及び事件処理に接する
ことを主眼とした修習（韓国

法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争

中のときは、 。%該修習生を
受入れのk、 当該辨件を修

習対象から除外する‘ 申込
時に修習生の就職予定事務
所等が求定で、その後に決

定した就職先と係争中のと
きも、同様とする‘

②韓国関係の渉外に関心が
あること。

なし

大阪市中央区南船場
l-16-lO

大阪岡本ビル5階

担当：表薫弁謹士
TEL: 06-6264-1976

l]時：

12月13日午前10時

場所：

事務所受付

肯

渉
外 1613

~

渉外事務所

修習

(大阪）

中本総合法律

事務所

1月17日（月）～

1月27日（水）

(2週間）

I

いわゆる「渉外率件」を扱う

法律事務所での日常的な弁護

士業務及び事件処理に接する

ことを主眼とした修習（英米
法関係）

①当事務所が、修習生の就

職予定蛎務所・企業と係争

中のときは、 当該修習生を

受入れの上、 当該事件を修

習対象から除外する。申込

時に修習生の就職予定事務

所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、同様とする

②英語を読むのに苫になら
ない程度の語学ﾉﾉがあるこ
と

なし

大阪市北区西天満5－
9-3

アールビル本館5階

担当：豊島ひろ江弁

護士
TEL :06-6364-62'l1

日時：

1月17日午前10時

場所：

事務所受付

柑圧
f1､、



片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

I

プログラム
名

募集
人数

提
書
出
類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時場所

コード 場 所 期 間 修習内容 募集条件

一一 ー －－－＝ー ＝ ■ B一一一一

，｜ I

大
規
模

’’
大規模事務

所修習

b

l

■ ■
1617

企
業
法
務

受

■常勤弁遡士の法律事務一
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
ロ司法過疎対策業務
■その他

【事務所の特色】
・司法ソーシャルワーク

・行政や福祉関係機関への滞在
型・訪問型連携活動への同行，出
張相談

・ケース会議への同席

・成年後見等業務活動への同行
・事例検討勉強会への参加

＊新型コロナウィルスの感染状況
によっては参加・同行ができない
場合がある。

なし ①法テラス東京を
希望した理由

②研修で何を学び
た．いか

以上をA4判1枚
程度にまとめて提
出してください。 集合日時： 12月13

日（月）午前10時

法
テ
ラ
ス

法テラス東京
法テラス東京

霞が関分室
法テラス東京

法律事務所

12月13日（月）

~12月17日

（金）
(1週間）

法テラス大

規模型事務
所修習

集合場所：法テラ
ス東京会議室

(新宿区西新宿1
－24－1 エス

テック情報ビル13
F)

電話1620 4 l脈

B－4

蕊弓却甸詔蕊

鵜

篭
翠
《・ゞ
篭

一
合

＝



B－5

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砲定時期の
目安※一部プログラム
のみ記鮫）

怯
テ
ラ
ス

1622

法テラス中

規模型事務

所修習

法テラス千葉

法律4；務所

1月17日（月）～

1月21 11(金）

(1週間）

1

■常勤弁溌上の法律事務

口情報提枇業務

函民事法純扶助業務

四国選弁謹等関連業務

囚犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
取扱事件は，一般民事小作、

家事事|‘|： （離婚・成年後見
等） 悩務盤理事件， ルリ事事

件，犯罪被害者支援お件など

多岐にｵ〕たﾚﾉまず。出張相談
も多く実施していまず-“

なし ①自己紹介

②法テラス千葉法
律事務所で何を学
びたいか

以上をA4判1枚

程度にまとめて提

出し･てください．

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護l:総合企画
裸

電話：

【受入決定以|朧連絡

先】
担当者：法テラス千

葉法律事務所

ﾛ■■■
弁護士■

電話：05()3383-
0000

集合日時: 1 1117

日（〃）午前10時

集合場所：千葉市
中央区中央3－3－
8

日進センタービ'し

5階

法テラス千葉法律

事務所

ｲI

法
テ
ラ
ス

1623

法テラス中

規模型蛎務

所修習

法テラス茨城

法律事務所

法テラス茨城

以下のうち，

いずれか1週間

①12ﾉ} 13日
（月）～12月17

日（金）

②1月17日（月）

～l"21 11(金）

※希望する期

間も申込書に

記赦して<だ

さい”

l～3

■常勤弁瀧士の法律戦:務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務

■国選弁誕嘩関連業務

■犯罪被審者支援業務

口司法過疎対策業務
nその仙

【事務所の特色】
民事法律扶助・国選弁謹事件
を中心としながら． 向治体等

の福祉の関係機関と連携し
て．高齢者及び障がい高･への

法的サービスの提供を試みて
いる C

し 応募理由をA4111

紙1枚以内で提出
すること

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
'1本司法支援セン
クー

常勤弁護士総合企画

課

電話■■■■■■園

【受入決定以降の連
絡先】

担当者法テラス茨

城法律事務所

弁護士ロ■■■■■■
電話0503383-5389

集合日時：受入決

定期間の初日/|:前
I()時

集合場所：法テラ
ス茨城法律事務所

(茨城県水戸市大
m1．3－4-36大町

ビル3階）

※受入決定後，必

ず法テラス茨城法

律蛎務所に連絡を

入れ，決定期間を

自身で確認してく

ださい。

有



B－6

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，堪所

片遊50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の破定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

法
テ
ラ
ス

1624

法テラス扶

助・国選型

事務所修習

法テラス下妻

法律事務所

法テラス茨城

地方事務所又
は法テラス牛

久法律事務所

12月8H(水）～

12月141 1 (火）

(1週間）

1

■常勤弁誰上の法礁事務
口情報提供業務
口民事法律扶助奨務
口国選弁誰等関連業務

口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

なし 応募理由を記峨し

た自己紹介

(書式向ll･1 , %､雁
書可） 【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：■■■■■■回

【受入決定後(ﾉ)連絡

先，問合せ先】
法テラスド妻法律躯

務所

担当者：■■■■■
電話：0503383-5393

集合日時: 12月8

日（水）午前10時

集合場所：法テラ
ス下妻法律事務所

(茨城県下妻市小

野子町1－66セ

ナミビル1階）

有

法
テ
ラ
ス

1625

法テラス過

疎地理事務

所修習

法テラス牛久

法律事務所

以下のうt)IJ,

ずれか1週間

①12月13H
（月）～12月17

日（金）

②12月20日

（月）～12)124

日（金）

I

囚常勤弁護_この法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務

■司法過疎対策業務
nその仙

【事務所の特色】

関係機関かr)のご棚談が比較

的多い事務所で十・

なし

一

応募理111をA4判

1枚以内で提出す
ること

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】

日本司法支援セン
ター

常勤弁護上総合企画

課

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス‘|皇

久法律事務所

弁護士■■■■■
電話：0503383-
0511

集合日時：受入決

定期間の初、午前

9時30分

集合場所：法テラ

ス牛久法律事務所

(牛久市中央5－

20-11 牛久駅前

ビル4階）

※受入決定後，必
ず法テラス牛久法

律事務所に連絡を

入れ，決定期間を
自身で確認してく

ださい

肯



B-7

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，塙所

片遭50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

<移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ肥鮫）

法
テ
ラ
ス

1627

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス群馬

法律事務所

12月13日（月）

~12月17日

(金）

(1週間）

2

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務

困犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
群馬県前橋市に設置された本

所併設型の法律事務所です。

なし 応募理由をA4判
1枚以内で提出す

ること

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：

【受入決定以降の連

絡先】

担当者：ー
電話：0503383-
0513

集合日時: 12月13

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス群馬法律事務所

有

法
テ
ラ
ス

1630

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラス下田

法律事務所

12月13fl (月）

~12月17日

(金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務

■犯罪被害者支援業務

■司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
弁護士6人の地域にある事務

所です。成年後見事件を含む

様々な事件を抱えています。
福祉機関との連携に積極的に

取り組んでいます。

なし ①自己紹介
②法テラス下田を
希望した理由

③修習で何を学び
たいか

をA4判1枚程度

にまとめて提出し

てください．

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス下

田法律事務所

ー
弁護士

電話：0503383-
0024

集合日時: 12月13

日（月）午前9時30

分

集合場所：法テラ

ス下田法律事務所

(静岡県下田市東

本郷1－1-10パー

ルビル3F)

有



B－8

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等

の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム

のみ記戦）

法
テ
ラ
ス

1633

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス阪神

法律事務所

1月17日（月）～

1月21R(金）

(1週間）

1

固常勤弁護|:の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁謹等関連業務

口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策龍携
□その他

なし ①自己紹介
②法テラス阪神法

律事務所を応募し
た理由

以上をA4判1枚
以内で提出するこ
と

【受入決定前の迩絲
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：弁謹士■
■■■
電話: 0503381-
1395

集合日時： 1月17

H(月）午前10時

集合場所：法テラ
ス阪神法律事務所
(兵庫県尼崎市七

松町1－2－1フェ

スタ立花北館5

階）

111モ
ク も,、

法
テ
ラ
ス

1636

法テラス小

規模型蛎務

所修習

法テラス福井

法律事務所

12jl13日（ﾉl )

~12月1711

(金）

(l週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務
口民事法律扶助業務

口国選弁謹等閼迩業務

口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策巣務
□その他

【事務所の特色】
弁護士1名，覗務局1名（男

性）の本所併設型の法律事務

所です。

なし 志望理由鍔(A

4 1頁以1人1,氏

名記入， 善式自由
で以下の2項目の

記載必須）

①実務修習中に経

験した事件の繩

類・件数

②選択型実務修習
中に経験したい事

件の種類（複数回

答可）

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：

【受入決定以降の連
絡先】

担当者：ー
電話： 0503383-
5476

集合日時: 12月13

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス福井法律事務所

有



B－9

コード
プログラム
名

墹 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ記載）

法
テ
ラ
ス

1638

法テラス中

規模型事務

所修習
法テラス広島

1月24日（月）～

1月27H(7k)

(4日間）

旬
全

■常勤弁護上の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業搭

■国選弁謹等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
都市部における司法アクセス

の充実に取り組んでいます。

関係機関と連携し， 高齢者。

障がい者，生活困窮者を支援
することが多いです。

なし ①履歴書

②応募理11I¥A
4版1枚程座

都市部における社

会的弱者に対する

法的サービスに関

する見解を，応募

理由書の中で述べ

てください。

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護上総合企画

課

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者：■■■■■
電話:0503381-
1397

集合日時： 1月

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス広島法律事務所

(広島市中区八~1－

堀2-31広島鴻池

ビル6階）

無

法
テ
ラ
ス

1639

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス島根

法律事務所

12月13H(月）

~12月17H

(金）

(l週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務

国民事法律扶助業務

■国選弁謹等関連業務

口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
回その他

【事務所の特色】
法律相談，民事・刑事事件処

理，連携先との協働など．特

にえり好みせず手広くやって

います。

なし ①法テラス島根

(松江）を希望し

た理由

②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚
程度にまとめて提

出してください。

～

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

営者:■■■
電話：0503383-
5498

集合日時: 12月13

日（月）午前9時

集合場所：法テラ

ス島根法律事務所

笹圧
"も､､



B-10

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の

目安※－部プログラム
のみ記載）

法
テ
ラ
ス

1655

法テラス過
疎地型事務

所修習

法テラス鯵ヶ

沢法律事務所

以下のうち，

いずれか1週間
(祝日は除く）

①12月8日(水）
~12月14H

(火）

②1月5日(水）

～1月IIH(火）

1

■常勤弁護上の法律事務

口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
高齢者・障害者の方への支援
に関する業務も比較的多いで
す 。

なし 応募理由を記した

自己紹介（八4用
紙1枚程度で諜式

自由又は市販の履
歴書でも可） 【受入決定前の述絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話：■■■■■■■

【受入決定以降の述
絡先】
担当者:■■■■■
電話：0503383-
8369

集合日時：受入決
定期間の初日午前
lO時

集合場所g法テラ

ス鯵ヶ沢法律事務
所(青森県西津軽

舞
９
総

字
敷
町

大
屋
沢

町
家
ヶ

沢
後
鰺

ケ
ー
ナ
４

鰺
町
地

郡
戸
番
合保健福祉セン

ター内）

※受入決定後，必

ず法テラス鯵ヶ沢

法律事務所に連絡
を入れ，決定期間

を自身で確認して

ください

有

公
設
事
務
所
等

1663
公設事務所

修習

下田ひまわり

薙金法律事務

所

12月13日

（月）～12月17

日（金）

(1週間）

1

公設事務所における業務内容

を見学し， 司法過疎地におけ

る弁護士業務を学習する。

なし 応募理111f(2()0

文字程度）

下田ひまわり基金法

律事務所（電話
0558-25-2131)

集合日時: 12月13

日（月）午前9時30

分集合場所:下111
ひまわり基金法律

事務所

有



B-11

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを

超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ配飲）

公
設
事
務
所
等

1666
公設事務所

等修習

弁誰士法人空

と海そら

み法律事務所

陸前商III事務

所(I1]ひまわ

り基金事務

所）

12)113I｣ (月）
～

12月17日（金）

(1週間）

1

岩手県の沿岸地域（盛岡地方

裁判所一関支部管内）にある

事務所(l l｣ひまわり基金法律
事務所）における業務内容
(裁判所期日、法律相談等）

に携わり、司法過疎地域の現

状及びその対策等を修習す
る

し ･唖歴書

･志望理由書(ilf

式自由）

･事務所ホームペー
、、

ン／

www・soraumi-law.com

集合日時: 12ノI

13日（月）午前9

時30分

場所：事務所

有
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プログラム
A班 コード ｜

プログラム

コード ’
１１

１１

１
１
１
０
．
Ⅱ
‐
ｆ
０
．
９
Ｂ
刊
Ｉ
Ｉ
Ｂ
■
Ｉ
Ⅱ
１
日
６
ｍ
旧
旧
Ｉ
旧
旧
旧
旧
凹
旧
旧
旧
門
旧
川
旧
旧
Ｉ
旧
旧
Ｉ
旧
胴
Ⅲ
Ｉ
侭
Ｉ
叩
Ⅲ
Ⅳ
Ｉ
Ⅲ
Ⅳ
叩
旧
叩

知
財

弁護士法人関西法律特許事務所 A－1知的財産事務所修習（大阪）2603

1
1

渉
外

1
弁護士法人御堂筋法律事務所 A－1渉外事務所修習（大阪）2613

大
川
脳
・

企
堆
法
務

|‐－‐ ’ A－2大規模事務所修習2618
I

A－2法テラス埼玉法テラス中規模型事務所修習2621

法テラス茨城法律事務所法テラス茨城 A－3法テラス中規模型事務所修習2624

A－3法テラス広島法テラス中規模型事務所修習2637

法
律
事
務
所

法テラス延岡法律事務所 A－4法テラス過疎地型事務所修習2645

法
テ
ラ
ス

法テラス秋田法律事務所 A－4法テラス小規模型事務所修習2648

法テラス鹿角法律事務所 A－5法テラス過疎地型事務所修習2649

法テラス過疎地型事務所修習 |A-51A－5法テラスむつ法律事務所2650

’

1

’

法テラス函館 A－6法テラス小規模型事務所修習2652

法テラス旭川法律事務所 ｜

：

法テラス小規模型事務所修習 A－62654

法テラス高知法律事務所 A－7法テラス小規模型事務所修習2656

〃



A班(修習地が東京(立川を含む。 ），横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，神戸，奈良，大津及び和歌山）

A－1

コード
プログラム
名

塙 所 期 間
募集
人数
惨習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，堪所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の破定時期の
目安※－部プログラム
のみ記賊）

知
財

2603

知的財産事

務所修習
(大|坂）

弁護|:法人|對

西法律特杵那

務所

2月71](月）～2

月18H(金）

(2週間）

1

いわゆる「知的財産事｛'|:」を

扱う法律事務所でのH常的な
弁護士業務及び事件処理に接
することを主眼とした修習

①当事務所が、修習生の就

職予定事務所・企業と係争

'l!のときは、当該修習生を

受入れのうえ、 当該事件を

修習対象から除外する． 申

込時に修習生の就職予定事

務所韓が未定で、その後に
決定した就職先と係争中の

ときも、同様とする。

②法科大学院において知財

関係講義を受講し、単位を
II叉得した者又は司法試験に
おいて知的財産権法を選択

した者

①知的財産関係識
義の履修証明書：

②履歴書

大阪市中央区北浜2－
5－23

小寺ブラザ12階

柧当：田上洋平弁護
士

TEI, : 06-6231-3210

日時：

2月7日午前10時

場所：

事務所受付

有

渉
外

2613

渉外事務所

修習

(大阪）

弁謹土法人御

堂筋法律覗務

所

2月21日（月）～

3月f1日（金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件jを扱う
法律事務所での日常的な弁謹

士業務及び事件処理に接ﾏl･る

ことを主眼とした修習（英米

法関係）

①当事務所が、修習生の就
職予定事務所・企業と係争

中のときは、 当該修習生を

受入れの上、 当該事件を修
習対象から除外する。申込

時に修習生の就職予定事務

所等が未定で、その後に決

定した就職先と係争中のと

きも、 ｜司様とする。

②英検準1級程度、

TO1；FL(iBT)85点以上又は
1､()EIC780点以上の語学力を

有すること

英検準1級程腱、
TOEFL (iBT) 85

ｑ
ｂ
４

１
１
j1 b,

以上又はTOEIC780

点以上の学力を有

することを証明す

る書類

大l坂市中央区南船場
4－3－1 1

大阪畷1IIビル

担､'i ：松田祐人弁護
士

TEI' : ()6-6251-7266

日時：

2月21日午前10時

場所：

事務所受付

有



片遺50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※－部プログラム
のみ記載）

■

Ｉｌｉｌ

プログラム
々
口

開始日の
集合日時，場所

募集
人数

提
書

その他(内容等
の照会先など）

出
類場 所 修習内容 募集条件コード 期 間

I

I
G

ﾛ ■ B ■ ﾛ ﾛ 8 ■

〃も

（（

１
１

大
規
模

’
大規模事務
所修習 ■ロ2618

企
業
法
務

■常勤弁謹士の法律事務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁誠等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他（
）

集合日時：受入決
定期間初日午前9
時30分

r面、、同｡1回／同1
ーｰノ』ｰ▲P→、〃Jノ

ーnpnE口／△､、
－グ』ご曹戸、坐〃

②2月28日（月）
～3月4日（金）
（祝日除く1週
間）

※希望篝期
間を応募書類
に記戦してく
ださい。

集合場所：法テラ

ス埼玉法律事務所
(さいたま市浦和
区高砂3-17-15

さいたま商工会議
所会館6F)
※受入期間決定
後，必ず法テラス
埼玉法律事務所に
連絡を入れ，決定
期間を自身で確認
してください。

①自己紹介
②法テラス埼玉法
律事務所で何を学
びたいか。
以上をA4判1枚程
度にまとめて提出

してください。

法
テ
ラ
ス

電話：
法テラス中

規模型事務
所修習

【事務所の特色】
法テラス埼玉法律事務所で
は，一般民事事件，家事事
件，成年後見事件，債務整理
事件，刑事事件等を扱ってい
ます。また，福祉関係の支援
者らとネットワーク
を構築するなどして司法アク
セスの解消を目指し，出張相
談やケース会議への参加にも

積極的に取り組んでいます。

各1名 なし 虹E法テラス埼玉2621
【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス埼

玉法律事務所
弁謹士「

’ ‐ ■■■
電話：0503383-
5376

A－2

壷

崖姦

露溌



A－3

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※－部プログラム
のみ配鮫）

法
テ
ラ
ス

2624

法テラス中

規模型事務

所修習

法テラス茨城

法律事務所

法テラス茨城

以下のうち

いずれか1週間

①2月14日（月）

～2月18日（金）

②3月7日（月）
～3月11日（金）

※希望する期

間も申込書に

記載してくだ

さい。

l～3

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
民事法律扶助・国選弁護事件
を中心としながら， 自治体等

の福祉の関係機関と連携し

て，高齢者及び障がい者への

法的サービスの提供を試みて
いる

なし

応募理由をA4用

紙1枚以内で提出
すること

【受入決定前の連絡
先，問い合わせ】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者法テラス茨

城法律事務所

弁護士■■■■■
電話0503383-5389

集合日時：受入決

定期間の初日午前
10時

集合場所：法テラ
ス茨城法律事務所

(茨城県水戸市大
町3－4－36大町ビ

ル3階）

※受入決定後，必
ず法テラス茨城法
律事務所に連絡を

入れ，決定期間を
自身で確認してく

ださい。

有

法
テ
ラ
ス

2637

法テラス中

規模型事務

所修習

法テラス広島

2月7日（月）～2

月10日（木）

(4日間）

2

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務

■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務

■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
都市部における司法アクセス

の充実に取り組んでいます。

関係機関と連携し，高齢者．

障がい者，生活困窮者を支援
することが多いです。

なし

①履歴書
②応募理由書A
4版1枚程度

都市部における社

会的弱者に対する

法的サービスに関

する見解を，応募
理由書の中で述べ

てください。

【受入決定前の連絡

先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者:■■■■■■
電話:0503381-
1397

集合日時： 2月7日

（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス広島法律事務所
(広島市中区八丁

堀2-31広島鴻池ビ

ル6階）

無



A－4

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※一部プログラム
のみ配鮫）

法
テ
ラ
ス

2645

法テラス過

疎地型事務

所修習

法テラス延岡

法嘩事務所

2"14H(月）～

2月1811(金）

(1週間）

1

■常勤弁謹士の法律事務
口情報提供業務

口民事法律扶助業務

口国選弁護等|淵連業務

口犯罪被害者支援業務

■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
高齢のため外出できない方や

最寄りの法律那務所まで相談

に出向くことが困難な方の事

件が業務の中心となっていま
す

なし

応募理由を記した

自己紹介(苫式自
由，履歴苔可）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者:■■■■■■
電話：0503383-
0520

集合日時： 2月l‘I

H(月）午前10時

集合場所：法テラ

ス延岡法律事務所
(延岡市祇園町.1-

2-7UMK祇園ビル

2F)

有

法
テ
ラ
ス

2648

法テラス小

規模型亙If務

所修習

法テラス秋田

法律事務所

2月21 il(月）～

2月251 1 (金）

(祝日除く1週

間）

1

■常勤弁謹士の法律事務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務

■国選弁謹等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
■その他

【事務所の特色】
病院と情報提供協定を締結し

ているc

なし ．

自己紹介と志望理

由を記戦した書面

(書式自由, A4用

紙1枚程鹿)“

何を見たいか，学

びたいのかを記栽

してください”

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
調
味

電話：■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：

■
電話
5549

■■■■

Ｆ
● ()503383-

集合日時： 2月21

日（月）午前9時30

分

集合場所：法テラ

ス秋田法律事務所

有



A－5

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ配鮫）

法
テ
ラ
ス

2649

法テラス過

疎地型蛎務

所修習

法テラス鹿角

法律事務所

2月14日（月）～

2月l8H(金）

(1週間）

⑥
．
』

■常勤弁謹-tの法律事務
口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務
田司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
当事務所は司法過疎地対応
の事務所です“市役所の福祉
担当部門，地域包括支援セン
ター及び社会禰祉協議会など

と連携して蛎案に対応してい

ます。法律相談や事件の受

任・対応以外にも地域の成年

後見制度の普及や制度化，貧

困対策等にも関わっていま
す 。

なし

応募理由を記した

自己紹介(番式自

由，履雁諜可）

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画

課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】

担当者：法テラス鹿

角法律事務所

■■■
弁謹士■

電話：0503383-

1416

集合日時： 2月l‘1

日（月）午前10時

集合場所：法テラ

ス鹿角(秋田県鹿

角市花輪字下花輪

50鹿角市福祉保

健センター2F)

有

法
テ
ラ
ス

2650

法テラス過

疎地型事務
所修習

法テラスむつ

法律事務所

以下のうち，

いずれか1週間
①2月7円（月）
～2月10[1 (木）

②2月1.1H(j1)

～2月18日（金）

希望する期間
を応募諜類に
記縦してくだ

さい”

1

■常勤弁誕上の法律事務

口情報提供業務
口民事法律扶助業務

口国選弁謹等関連業務
口犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
債務整理をはじめ．多様な事
件を取り扱っています．

周辺市町村社協と連携があ
り 司法ソーシャルワークに

も力を入れています。

なし

①当事務所を希望
した理由

②研修で{InIを学び
たいか

以上をA&l判1枚程

度にまとめて提出
してください。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護士総合企画
課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
法テラスむつ法律事
務所

百璽士■■■
(担当事務:■
電話： 0503383-0067

集合日時：研修初
日午前10時

集合場所：法テラ

スむつ法律事務所
一

TO35－0073

青森県むつ市中央
1－5－1

有



A-6

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の

可能性の有無
(移動予定の確定時期の

目安※一部プログラム
のみ配敏）

法
テ
ラ
ス

法テラス小

規模型事務

所修習

法テラス函館

以下のうち．

いずれか1週間

①2jl l"IB(月）

～2月18日（金）

②2月28日（月）

～3月4日（金）

③3月7日（月）

～3月11日（金）

※希望する期

間を応募書類

に記載してく
ださい。

1

■常勤弁護士の法律蜘務
国情報提供業務

■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務

□その他

【事務〃iの特色】
民事法律扶助による民事事
件・国選刑事事件が中心．高
齢者・障害者向けの出張相談
も行っている“

なし

応募理由をA4版1
枚以内で提出す●る
一レ
ーL一ら

【受入れ決定前】
日本司法支援セン

ター本部

常勤弁護士総合企画

課
電

■■
話:l■■■■

【受入れ決定後】
担当者：法テラス函

館法律郡務所

弁護士

■
■■■■

電話20503383-5562

集合日時：受入決

定期間の初日午前
9時

集合場所：法テラ

ス函館法律事務所
(函館市若松町6－
7ステーションフ

ラザ函館5階）

棚モ
リb,可

法
テ
ラ
ス

2654

法テラス小

規模型事務

所修習

注テラス旭川

法律事務所

2)114日（月）～

2月18日（金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律聯務

■情報提供業務
口民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
全国屈指の管轄面横を誇る地
域です。事件によっては遠方

に出かけることもあります。

し

応煤理由をA《1判1
枚以内で提出して

ください。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】
日本司法支援セン
ター

常勤弁護~|:総合企画

課

電話：■■■■■■

【受入決定以降の連

絡先】

担当者:■■
電話：0503383-
5565

集合日時： 2月14

日（月）午前9時30
分

集合場所：法テラ

ス旭川法律事務所

※受入決定後， 日
程確認のため上記

事務所までご連絡

ください。

有



A-7

コード
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片道50キロメートルを
超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期の
目安※－部プログラム
のみ配鮫）

法
テ
ラ
ス

2656

法テラス小

規模型事務
所修習

法テラス高知

法律事務所

2月14日（〃）～

2月18日（金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務

■民蛎法律扶助業務

■国選弁護等関連業務

■犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他（

）

【事務所の特色】
刑事事件が多いことが特徴で

関係機関との連携にも力を人
れています。

なし

①法テラス高知を
希望した理由

②研修で何を学び
たいか

以上をA4判1枚程

度にまとめて提出

してください。

【受入決定前の連絡
先，問合せ先】

日本司法支援-セン
ター

常勤弁謹士総合企画

課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連
絡先】
担当者：法テラス高

知法律瓢務所

■■■
弁護士■

電話：0503383-

5576

集合日時： 2月14

日（月）午前10時

集合場所：法テラ
ス高知法律事務所

(高知市本町4－1
－37 丸ノ内ビル

3F)

弧If
Jも､、


